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第17回  熊本県議会 有明海・八代海再生及びゼロカーボン社会  

     推進特別委員会会議記録 

 

令和４年３月９日(水曜日) 

            午前９時59分開議 

            午後０時29分閉会 

 

本日の会議に付した事件 

 (1) 有明海・八代海の環境の保全、改善及

び水産資源の回復等による漁業の振興

に関する件について 

 (2) 2050 年県内ＣＯ₂排出実質ゼロに向け

た取組に関する件について 

  (3) 付託調査事件の閉会中の継続審査につ

いて 

 

出 席 委 員（16人） 

        委 員 長 髙 野 洋 介 

        副委員長 緒 方 勇 二 

        委  員 城 下 広 作 

        委  員 吉 永 和 世 

                委  員 井 手 順 雄 

        委  員 坂 田 孝 志 

        委  員 山 口   裕 

        委  員 磯 田   毅 

        委   員 楠 本 千 秋 

        委  員 西 山 宗 孝 

        委  員 岩 田 智 子 

        委  員 吉 田 孝 平 

        委  員 竹 﨑 和 虎 

        委  員 西 村 尚 武 

        委  員 荒 川 知 章 

        委  員 坂 梨 剛 昭 

欠 席 委 員（なし） 

委員外議員（なし） 

 

説明のため出席した者 

環境生活部 

         部 長 藤 本   聡 

        環境局長 波 村 多 門 

    環境立県推進課長 吉 澤 和 宏 

      環境保全課長 西 村 浩 一  

    循環社会推進課長 小 原 正 巳 

くらしの安全推進課長 田 元 雅 文 

総務部 

      財産経営課長 永 松 浩 史 

企画振興部 

    交通政策課審議員 浦 本 雄 介 

商工労働部 

      産業振興局長 内 藤 恵 美 

商工政策課政策調整審議員 山 田 純 子 

      産業支援課長 受 島 章太郎 

   エネルギー政策課長 上 塚 恭 司 

農林水産部 

部 長 竹 内 信 義 

水産局長 山 田 雅 章 

農業技術課長 酒瀬川 美 鈴 

畜産課長 上 村 佳 朗 

農地整備課長 青 木 公 平 

      森林整備課長 笹 木 征 道 

水産振興課長 堀 田 英 一 

漁港漁場整備課長 植 野 幹 博 

水産研究センター所長 中 原 康 智 

土木部 

 河川港湾局長 里 村 真 吾 

土木技術管理課長 桑 元 伸 二  

下水環境課長 仲 田 裕一郎 

河川課長 菰 田 武 志 

港湾課長 原     浩   

        建築課長 橋 本 知 章 

教育委員会 

        施設課長 東   敬 二 

企業局 

      総務経営課長 亀 丸 明 弘 

警察本部 
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        会計課長 田 中 弘 哉 

 

事務局職員出席者 

     政務調査課主幹 小 田 裕 一 

     政務調査課主幹 西 村 哲 治 

 

  午前９時59分開議 

○髙野洋介委員長 皆さん、おはようござい

ます。 

 時間前でございますが、ただいまから第17

回有明海・八代海再生及びゼロカーボン社会

推進特別委員会を開催いたします。 

 なお、本委員会は、インターネット中継が

行われます。委員並びに執行部におかれまし

ては、発言内容が聞き取りやすいよう、発言

するときはマイクに向かって明瞭に発言いた

だきますようよろしくお願いをいたします。 

 それでは、お手元に配付の委員会次第に従

い、付託調査事件を審議いたします。 

 まず、議題１、2050年県内ＣＯ2排出実質

ゼロに向けた取組に関する件について、執行

部から説明を受け、その後、質疑を行いたい

と思います。 

 なお、委員会の運営を効率的に行いたいと

考えておりますので、説明者は、着座にて簡

潔にお願いをいたします。 

 それでは、執行部から説明をお願いいたし

ます。 

 

○吉澤環境立県推進課長 環境立県推進課で

す。 

 本日は、資料３、４でアサリ関係の報告が

ありますので、先にゼロカーボンから説明さ

せていただきます。 

 それでは、資料１の２ページをお願いいた

します。 

 2019年度の本県の温室効果ガスの排出量

は、2013年に比べ、26.6％減少しておりま

す。しかし、下の推移の図を見ていただきた

いんですけれども、若干ですが、前年度に比

べると増加しております。これは、この点に

ついて、右のグラフを見ていただければ、エ

ネルギーの使用量のグラフでございますけれ

ども、実際にはエネルギーの使用量としては

減少しておるんですけれども、本文に戻って

いただくと、本文の下から２行目ですが、発

電時のＣＯ2の排出割合が、九電の石炭火力

が稼働したということで排出割合が増加した

ということがございますので、結果として排

出量が増加しているというところでございま

す。 

 続きまして、４ページをお願いいたしま

す。 

 ゼロカーボン社会に向けて、４段階で進め

るという流れでございます。 

 まず、二重丸の省エネルギーの推進です。 

省エネルギーを徹底し、使用量をまず削減

します。 

次に、四角のエネルギーシフトです。 

ガソリン、灯油などの化石燃料から使用時

にＣＯ2を出さない電気や水素等への転換を

推進してまいります。 

さらに、発電時のＣＯ2排出ゼロに向けて

近づけてまいります。 

最後に、ダイヤで示しておりますけれど

も、残るＣＯ2も、森林吸収等により吸収、

固定等を推進してまいります。 

 続きまして、６ページをお願いいたしま

す。 

 家庭部門の取組です。 

現状、課題でございます。 

2013年度に比べ、2019年度は49％減少して

おります。個人の意識が変わることが社会の

変化につながりますので、さらに力を入れて

まいる必要があると考えております。 

 次に、２の取組の方向性です。 

ポイントに下線を引いております。 

 まず、二重丸の１番目、省エネ・省資源に

向けた身近な取組を推進してまいります。 

次の二重丸でございますけれども、住宅の
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省エネルギー性能の向上も重要となってまい

ります。 

そのほか、食品ロス削減、太陽光発電設備

や蓄電池設備の普及などにも取り組んでまい

ります。 

 続きまして、７ページをお願いいたしま

す。 

 取組実績でございます。 

 まず、身近な取組として、令和３年度にお

手元にお配りしております、くまもとゼロカ

ーボン行動ブックを作成して、ＣＯ2削減効

果やメリットを見える化させていただきまし

た。来年度に向けては、行動ブックを活用し

た普及啓発や環境教育等を実践して、家庭で

の省エネ活動を促進してまいりたいと考えて

おります。 

 ちなみに、ブックの９ページに目次とチェ

ックリストを作っております。 

 11ページ以下が、項目と削減効果等を記載

させていただいております。 

 続きまして、住宅関係でございます。 

令和３年度に球磨川流域をモデルに断熱仕

様の住宅リフォーム等への補助を創設し、34

5件交付決定させていただきました。 

令和４年度につきましては、既存住宅の断

熱リフォームについて、この県民行動ブック

でも効果を見える化しております。 

ちなみに、19ページと21ページなんですけ

れども、後で見ていただければと思います。

球磨川流域への支援も、また継続させていた

だきます。 

 食品ロスにつきましては、令和３年度に食

品ロス削減計画を策定し、すぐ食べる食品は

手前から取るようにと、コンビニ等と連携し

て取組をさせていただきました。今後は、企

業と連携したフードドライブなどについて取

り組んでまいります。 

 また、太陽光につきましては、初期投資ゼ

ロモデルと書いておりますけれども、これ

は、住宅への太陽光設備の設置は事業者が負

担し、家主は電気料金を事業者に支払うとい

う仕組みでございます。これを地場企業との

共同体を設置し、住宅における再エネ導入を

図る予定でございます。 

 続きまして、８ページをお願いいたしま

す。 

 ②の産業・業務部門でございます。 

 １の現状でございますけれども、産業・業

務部門の排出量は約５割を占めておりますけ

れども、右の図のとおり、いまだ高い水準に

ございます。省エネルギーやエネルギーシフ

ト等を推進する必要がございます。 

 ２の取組の方向性でございますけれども、

企業との連携として、県内企業や国、電力会

社とＣＯ2排出削減に向けた検討や課題解決

等を行います。 

 また、ＣＯ2の排出量の見える化として、

事業者の方々に今どれぐらいＣＯ2を出して

いるかなど、計画書制度というものを見直し

て、まずは事業者の方々に理解していただい

て、その上で、省エネ設備への転換を促進し

てまいりたいと考えております。 

 また、中小企業の再エネ電力の調達の推進

や建築物の省エネルギーの性能向上も必要だ

と考えております。 

 続きまして、９ページのほう、下のほうを

お願いいたします。 

実績と取組予定でございます。 

 まず、一番最初の産業ゼロカーボンと書い

ておりますけれども、企業との連携について

は、令和３年度に県内企業との協議の場を設

け、情報共有や課題解決の検討を行ってまい

りました。要望がありました中小企業に対す

る排出量算定の研修等も行ったところでござ

います。 

 今後とも、企業と連携し、ＣＯ2削減方策

の検討、導入を行うとともに、成果を中小企

業にフィードバックしてまいりたいと考えて

おります。 

 続きまして、計画書制度と書いております
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けれども、令和４年度から計画書制度の様式

を見直しまして、事業者が自ら課題を認識し

ていただけるよう、設備ごとの排出量や更新

時期を見える化し、省エネ設備への転換を促

進してまいりたいと考えております。 

 続きまして、中小企業の再エネ利用につい

てですけれども、これにつきましては、勉強

会やアドバイザー派遣を行いまして、県内企

業の再エネ導入を促進してまいりたいと思っ

ております。 

 続きまして、最後の建築物の環境性能向上

でございますけれども、令和３年の４月に建

築物省エネ法が施行されまして、適合義務化

の対象が拡大し、また、住宅が省エネ基準に

適合しているか説明が義務化されましたの

で、そういった内容を建築士等に周知をして

まいりたいと考えております。 

 続きまして、10ページをお願いいたしま

す。 

 運輸部門でございます。 

 １の現状と課題等でございますけれども、

運輸部門の排出量は、熊本地震以降初めて、

2013年度に比べて減少するという状況になり

ました。1.4％減少ということでございま

す。これは、地震以降、軽油が非常に多く使

用されておりましたので、その関係で増加し

たというものでございます。下に書いており

ますとおり、排出量の９割はガソリン及び軽

油によるものであり、自転車や公共交通機関

等への転換や電気自動車等への転換の推進が

必要と考えております。 

 ２の取組の方向性でございます。 

先ほどのゼロカーボン行動ブックの14ペー

ジにも掲げておりますけれども、エコドライ

ブの推進だったり、公共交通機関利用等のベ

ーシックな取組をまず推進させていただきた

いと思っております。 

 次の二重丸のところでございますけれど

も、公共交通網の維持、確保に努めるととも

に、最後に書いてあります、２番目の丸の最

後のほうにあります空港アクセス鉄道の実現

に向けた調査検討についても、引き続き行い

たいと考えております。 

 次の四角ですけれども、廃植物油から作ら

れる軽油代替燃料でありますＢＤＦ、バイオ

ディーゼル燃料は、植物が生成する際に 

ＣＯ2を吸収しておりますので、使っても使

用時のＣＯ2が増えるということはございま

せん。こういったカーボンニュートラル燃料

の利用促進も図ってまいりたいと考えており

ます。 

 そのほか、次の四角でありますけれども、

ＥＶやＦＣＶ、電気自動車や燃料電池車への

普及、それと自転車が利用しやすいような交

通環境の構築を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、11ページ、下のページをお願いしま

す。 

 実績や取組一覧でございます。 

 一番上の四角ですけれども、公共交通網の

確保、維持を引き続き図ってまいりたいと思

っております。 

 続きまして、次の四角ですけれども、次世

代モビリティー普及として、ＥＶ充電器の維

持管理を行い、ＦＣＶも新たに１台導入する

予定でございます。 

 次の四角でございますけれども、環境省の

委託事業の採択を受けまして、熊大、球磨

村、県で球磨村のスクールバスに電動マイク

ロバスを導入する実証実験に着手しておりま

す。令和４年度には本格運行し、走行性能の

評価や避難所等の電源としての活用等の検討

を行いたいと考えております。 

 また、続きまして、令和４年度に公用車の

ＥＶの導入を考えております。下に書いてお

りますとおり、県南広域本部、芦北、水俣保

健所、球磨の振興局、計４台導入予定でござ

います。 

 あわせて、振興局には、後ほど説明させて

いただきますけれども、太陽光発電設備を設
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置予定で、ＥＶをその蓄電池としても活用し

たいと考えております。 

 また、最後の四角ですけれども、自転車が

走行しやすいよう、写真の水色にありますけ

れども、こういった矢羽根のような通行環境

整備を行う予定にしております。 

 以上でございます。 

 

○小原循環社会推進課長 循環社会推進課で

ございます。 

 続く資料12ページをお願いいたします。 

 温室効果ガス排出削減に向けた取組のう

ち、廃棄物部門について御説明をいたしま

す。 

 １、現状と課題につきまして、１つ目の丸

ですが、2019年度の廃棄物部門の温室効果ガ

ス排出量は約101万トン、県全体の9.6％で

す。基準年度より増加しておりますのは、主

に代替フロンによるものですが、その代替フ

ロンは、２つ目の丸にありますように、近年

法改正等がなされたことで、今後、生産量、

消費量は減少していく見込みでございます。 

 ２、取組の方向性として、上からフロンの

回収推進、次の段でリサイクル製品の認証や

研究、施設整備への補助、その下、市町村が

施設整備を行う際の計画策定支援などを挙げ

ております。 

 次に、13ページは、令和３年度の実績と４

年度の取組予定でございます。 

 一番上ですが、フロン回収に係る制度の周

知や回収業者への指導を行います。また、２

番目ですが、リサイクル製品等の利用促進を

図る事業を継続いたします。さらに、一番下

ですが、国の交付金事業を活用し、廃棄物処

理施設の整備を支援してまいります。 

 廃棄物部門の取組は以上でございます。 

 

○上塚エネルギー政策課長 エネルギー政策

課でございます。 

 説明資料の14ページ、①再生可能エネルギ

ーの導入推進でございます。 

 主なものを御説明します。 

 現状・課題を踏まえて、２で取組の方向性

を定めておりますが、取組の方向性の１つ目

の送電系統に過度に頼らないモデルとして、

①スマートシティ創造の空港周辺地域等での

検討を行うこととしています。 

 この方向性に従い、15ページの３に記載の

１つ目の三角、再エネ先進地創造事業の最初

のポツで、令和３年度は、テクノリサーチパ

ークへ入居している企業を対象に、再エネ使

用意向等調査を実施しております。 

これは、空港周辺に再エネ100％電力で企

業活動ができるエリアを創造するための取組

で、その下のほうに記載の令和４年度で、テ

クノリサーチパーク周辺のＲＥ100電力化を

推進する基本構想を策定し、設備構成や実施

体制を検討してまいります。 

 また、戻っていただきまして、14ページの

取組の方向性の２つ目の三角で、球磨川流域

におけるくまもと版グリーン・ニューディー

ルの実現など、地域固有の資源を活用し、再

エネ供給を増やすこととしています。 

 この方向性に従い、15ページに記載の再エ

ネ先進地創造事業の２つ目のポツで、令和３

年度は、球磨地域など４地域において、陸上

風力等に関して適地誘導のための立地ゾーニ

ングに向けた基礎調査を実施し、ＧＩＳ解析

等により、ゾーニング図のたたき台を作成し

ております。 

これは、環境、景観、防災に配慮した地域

と共生する再エネ施設の導入を目指すもの

で、令和４年度は、このたたき台を基に、地

域の協議会等において地域の意見を伺いなが

ら検討し、促進エリアや保全エリア等のゾー

ニング図と地域貢献の枠組みを完成させま

す。 

 エネルギー政策課は以上でございます。 

 

○笹木森林整備課長 森林整備課でございま
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す。 

 16ページをお願いいたします。 

 ＣＯ2吸収源対策の推進として、森林吸収

源対策について御説明いたします。 

 １の現状・課題等でございます。 

本県の森林は、高齢化しており、今後 

ＣＯ2吸収量は長期的には減少傾向となりま

す。このため、間伐を推進しつつ、若い木を

増やし、森林を若返らせることで、将来のＣ

Ｏ2吸収量を安定的に確保していく必要がご

ざいます。 

 それを踏まえ、２の取組の方向性としまし

て、森林資源の循環利用を進めるため、①か

ら④に記載のとおり、間伐や再造林の促進、

森づくり活動の促進などに取り組みます。 

 下のページ、３の主な実績及び取組予定で

ございます。 

 １つ目の森林環境保全整備事業では、民有

林での森林整備について、植栽、間伐などへ

の助成を行いました。令和４年度は、引き続

き支援に取り組むとともに、新たに創設しま

した再造林対策の強化のための事業と組み合

わせて、さらに対応を進めてまいります。 

 ２つ目の県民の未来につなぐ森づくり事業

では、住民団体等が行う森づくりへの助成を

したほか、新たにセミナーを開催しました。

令和４年度も、こうした支援や森林吸収量の

認証による企業の森づくりに取り組んでまい

ります。 

 ３つ目のくまもとの木を活かす木造住宅等

推進事業では、県産木材の活用促進のため

に、工務店に対して県産木材の提供を行って

おり、令和４年度も引き続き取組を進めま

す。 

 ４つ目は、森林吸収量クレジット化推進事

業です。カーボンオフセットの取組の普及に

向けて、令和４年度から新たに取り組む事業

です。制度の周知や申請手続の指導を行うこ

とで、事業者による森林吸収量クレジット化

への取組を推進してまいります。 

 森林整備課は以上でございます。 

 

○吉澤環境立県推進課長 18ページをお願い

します。 

 広域連携や県民運動でございます。 

 １の現状でございますけれども、真ん中の

丸に書いておりますけれども、45市町村のう

ち、23市町村がゼロカーボン宣言を行うな

ど、地球温暖化に対する市町村の意識も向上

しつつあるところでございます。 

 続きまして、２の取組の方向性でございま

す。 

 イメージ図を示しております。 

今すぐ取り組んでいただきたいこと、さら

に一歩踏み込んでいただきたいこと、また、

将来的にお願いしていただきたいことをホッ

プ、ステップ、ジャンプと３段階に分け、具

体的な取組と効果の見える化を行動ブックと

いう形にしましたので、これを県民運動とし

て取り組みさせていただきたいと考えており

ます。 

 続きまして、19ページをお願いいたしま

す。 

 取組実績、取組予定でございます。 

 ＣＯ2削減効果、メリットを見える化した

くまもとゼロカーボン行動ブックを活用しま

したゼロカーボン教育の充実等を図ってまい

りたいと考えております。 

 また、関連で、下にちょっと米印で書いて

おります気候変動適応センターを令和３年度

に設置して、気候変動影響に対する情報を県

民へしっかり発信したいと考えております。 

 続きまして、四角で書いておりますくまも

とのＢＤＦの普及啓発でございます。 

10ページでも触れましたけれども、ＢＤＦ

については、やはり昔の粗悪なＢＤＦで故障

したという印象がやっぱり残っておるという

ところで、これを払拭できるよう、軽油利用

者の方々にＢＤＦの品質や安全性等の普及啓

発を図ってまいりたいと考えております。 
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 続きまして、市町村への支援でございま

す。 

 ２項目挙げさせていただいております。 

昨日の質疑でもありましたけれども、市町

村における計画策定や脱炭素先行地域づくり

について支援してまいりたいと考えておりま

す。 

 また、上益城５町で整備が検討されており

ます民間のエネルギー回収施設で１万世帯分

を超える電力や熱エネルギーが発生しますの

で、その可能性を調査し、資源循環を支援し

てまいりたいと考えております。 

 20ページをお願いいたします。 

 県の事務・事業における温室効果ガス排出

削減でございます。 

 １の現状でございますけれども、2013年度

に比べて、最後に書いております44.7％減少

している状況でございます。 

 ２の取組の方向性でございます。数字的に

は３行目に書いておりますけれども、温室効

果ガス排出量60％以上削減するということを

目標に、下に二重丸で書いておりますが、県

庁舎へのＬＥＤ照明等の導入による省エネ、

次の星印で書いておりますＢＤＦや再生可能

エネルギー等の活用、次の三角で書いており

ます再生可能エネルギー比率の高い電力を調

達する、また、最後に書いておりますけれど

も、県有施設へ再生可能エネルギー設備の導

入等によるＣＯ2排出削減と防災機能強化の

両立を推進するといったことに取り組む必要

があると考えております。 

 続きまして、21ページ下のほうをお願いし

ます。 

 まず、一番上ですけれども、令和４年度、

令和５年度で県庁舎本館にＬＥＤ照明を導入

させていただきます。 

 次の三角ですけれども、令和３年度から芦

北、球磨、水俣保健所、環境センターで再エ

ネ100％電力を調達しております。 

 また、次の三角でございますけれども、再

エネ導入推進としまして、駐車場を民間事業

者に貸し付けまして、事業者が設備を設置

し、県は将来電気代を払うという初期投資ゼ

ロモデルという形で再生可能エネルギー設備

を導入して、11ページで御説明しましたＥＶ

を蓄電池として活用するということに取り組

みたいと考えております。 

 最後に、環境省が新たに全国100か所程度

選定する予定であります脱炭素先行地域の創

出に向けた県有施設の調査等にも取り組んで

まいりたいと考えております。 

 環境立県推進課は以上でございます。 

 

○髙野洋介委員長 以上でゼロカーボン関係

の執行部からの説明が終わりました。 

 質疑はございませんか。 

 

○城下広作委員 ちょっと確認です。15ペー

ジ、右側に太陽光の絵があって、旧天草東高

校グラウンドにある、これは、すみません、

何年ごろに設置したか、まずちょっと年度を

教えてください。 

 

○上塚エネルギー政策課長 ちょっとお待ち

ください。これは、県民発電所を認証して設

置したものでございまして、設置年は、ちょ

っと調べまして後ほどお答えしてよろしいで

しょうか。 

 

○城下広作委員 いいです。 

 少し思い出しました。そうだった。県民発

電所の一環だったですね。 

 それで、ちょっと恐らく太陽光なんかは今

後どんどんどんどん注目が集まるんですけれ

ども、この学校施設っていうのは、例えば、

地域のコミュニティーとか防災とか、非常に

広い駐車場のスペースも取れて、意外と有効

活用できるところ、防災、減災なんかには。

というところで、ここはもう最初先進的に県

民発電所という流れがあってやったんですけ
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れども、だんだんだんだん今から廃校が増え

てくると、太陽光の場所っていうのは、下手

に山を開発すれば、こういうとこが一番いい

んですよ。それは安全で安心で一番条件的に

はいいんだけれども、一方で、防災、減災で

は非常に貴重な場所でもあるんですね。だか

ら、安易にこういうとこにはどんどん行く

と、いかがなもんかなと、よほどそのことを

注意しながら有効活用していかないと、地域

が本当に、いいところに学校というのは大体

あって、そして地域のコミュニティーもよく

守られてて、使い方としては、いろんなこと

が価値が見いだせる、しかし、最終的には、

この県民発電所っていう一つのシンボル的な

分であったから、ここやったという、少し記

憶が戻りましたけれども、今後、そういうこ

とも考えながら、こういうグラウンドを使う

っていうのは、もっと学校の場合では、さら

に有効な使い方はないかという判断から考え

ていくようなことも必要かなと思って、改め

て、ちょっとこれを見て、確かにいい場所だ

もんだから、太陽光にとっては、もう整地も

簡単にできるから一番いいとこだと思うけれ

ども、一方で、違う考え方も持っているとい

う場所ではないかというふうに思いました。 

 委員長、もう１ついいですか。 

 改めて、19ページ、確認させてください。 

上益城５町の部分で、前回ちょっと確認す

ればよかったんですけれども、これは一般廃

棄物と産業廃棄物と新しいモデルでやるんで

すけれども、ちなみに、産廃の分は、１日幾

らぐらいこの事業をプラスにするために必要

なのか、その産廃のものが県内だけで賄える

のか、県外で賄えず、県外から持ってくる需

要を考えているのか、ここだけちょっと確認

させてください。 

 

○吉澤環境立県推進課長 上益城の施設整備

の予定でございますけれども、今聞いている

ところでは、日量400トンというふうに聞い

ております。 

 ただ、その中には上益城５町の一般廃棄物

のごみの量もありますので、恐らくは300数

十トンというところが産業廃棄物の分になる

のかと思います。 

 現在、事業者に確認しているところでは、

主に県内のごみを収集したいと考えておるけ

れども、県外もあり得るというような話を聞

いております。以上でございます。 

 

○城下広作委員 １日300トンっていうのは

県内で出てくる量がどれだけか私も分かりま

せんけれども、その大半が県外となれば、ま

だちょっと雰囲気が、どこから持ってくるか

っていうもともとのその事業計画の中で、県

内で出るものを県内で処理するっていうのは

非常に大事なことだから、これはどこか誰か

やらないかぬ、これはいいんだけれども、あ

えて県外からどんどんどんどん来るってなる

と、ちょっとイメージがどうなのかなってい

うふうに捉えられる人もいるんじゃないかと

思って、その辺の数字の根拠はよくいろいろ

聞かれたときに答えるようにしておかない

と、その内訳は全然オープンにしてないか

ら、ちょっとこれはいろいろ心配する声もあ

るかもしれぬから、あえてそのことをちょっ

と気になったもんだから確認をさせて……。 

 

○吉澤環境立県推進課長 補足でよろしいで

しょうか。 

 事業者から聞いておりますところでは、今

県外に搬出されている県内の産業廃棄物、こ

れをメインで取り組みたいというふうに聞い

ております。以上でございます。 

 

○城下広作委員 了解でございます。 

 

○上塚エネルギー政策課長 先ほど城下先生

がおっしゃいました天草東高校の太陽光発電

は、平成30年の２月からの開始でございま
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す。先生おっしゃった使い方につきまして

は、よく市町村等と相談しながら考えていき

たいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 

○髙野洋介委員長 ほかにございませんか。 

 

○坂田孝志委員 ページは、16、17にかかり

ますかね。森林整備課ですが、森林保全の観

点で森林環境譲与税かな、もう何年かなって

いますが、県、そして市町村に行っている執

行状況どうですかね。どうも聞いていると、

県に回っている分もありやに聞きますが、本

県、本市町村はいかがですかね。 

 

○笹木森林整備課長 森林環境譲与税の活用

状況についてのお尋ねでございます。 

 森林環境譲与税については、県としても、

市町村の支援をしながら活用の促進を図って

きたところでございます。 

 この令和元年度にスタートしました譲与税

のこの３年間での市町村への譲与額は合計23

億円で、執行率は今のところ52％になる見込

みでございます。残りの48％の11億円は、基

金として積み上げられる見込みでございま

す。 

 県では、そうした中で、先生からも御指摘

ありましたが、この有効活用に向けて、地域

の林業普及指導員が個々の市町村の実情だっ

たり課題を把握した上で、具体的に間伐等の

森林整備や木材利用等の施策を提案しまし

て、その結果、令和４年度の譲与額の９割に

ついて、市町村で予算化されるようになって

きています。 

 このように、だんだんと活用が進んできて

いる状況ですので、引き続き、県としても支

援をしてまいりたいと考えてございます。 

 

○坂田孝志委員 いや、説明あったように、

半分近いところは基金に回るって、どういう

ことですかね。森林整備のために来てるやつ

を、この森林整備が一番カーボンニュートラ

ルな金だと思うんですよ。経済活動すればＣ

Ｏ2出しますから、それを吸収するところ

は、きちっと整備されませんと、あれなんで

しょう、古木はあんまり吸収しないんでしょ

う、古い木は。だんだんやっぱり間伐や植林

やいろいろ森林にも新陳代謝を図りながら、

そうするための費用ですから、あれは来年か

らですか、再来年からですか、国民が払うよ

うなものは。あれなるでしょう。だから余計

これを活用しなきゃ、市町村がそうやって基

金に回すようになったら、もっと県がちゃん

と指導してやるべきだと思いませんか。大事

なことですがね、どう指導しているんです

か、市町村に対しては。 

 

○笹木森林整備課長 １つ、譲与のまず開始

時期でしたけれども、令和６年度からという

ことで、県民の皆様から徴収されることにな

り、開始されます。 

 それで、県の指導というところなんですけ

れども、この事業については、事業という

か、譲与税については、市町村が執行の主体

となりますので、市町村で予算化を図ってい

ただかなければなりません。ただ、市町村と

しても、林務の行政がちょっとどうしてもこ

れまでちょっと弱かったところもありました

ので、県としても、そこについて、例えば、

特別交付税を使った予算が人の配置、そうい

ったものを市町村に提案させていただいたり

だとかしながら、また、あと、どういうよう

な事業を具体的に進めていったらいいのかっ

ていうのを提案しながら、市町村に寄り添っ

た対応を進めているところでございます。 

 

○坂田孝志委員 令和元年に始まってた、そ

の前からいろいろこれに対してあったかな、

議論も。もう３年、４年過ぎて、まだそんな

もんか。あれは市町村の事業ですから、県は
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って。一緒になってしないと、これは進みま

せんよ、これは。森林でＣＯ2、さらに吸収

していただくような、そういう山の整備、そ

して民有林だけじゃなくて公有林も多いでし

ょう、結構。県が十分それには関与しながら

進めていくべきだと思います。 

 もういっちょよかですかね。 

 要望でお聞きしますが、吉澤さん、１台入

れるんですか、車を。あれはないよりもあっ

たほうが、いろいろ意識向上になるでしょう

が、それよりも私は充塡するところ、水素

を。それの整備が先じゃなかか。あれは充塡

所がないけん車屋も売らんぞ、都市部だけで

しょう。格好いい車が走るのはいいけれど

も、県民がやっぱり充塡するところ、県南、

県北、いっちょずつ置けよ。県庁しかなかっ

だろ。そうすっと、ガスの何とかがやってい

るな。その充塡所の整備をどぎゃん思うど

か、水素を進めていく上では、ＦＣＶ進める

のには。それが大事なとこじゃないですか

ね。 

 

○吉澤環境立県推進課長 担当課のほうから

説明させていただいてよろしいでしょうか。 

 

○受島産業支援課長 産業支援課でございま

す。 

 

○髙野洋介委員長 ちょっと待ってくださ

い。まだ呼んでませんから、慌てなくていい

から、さっきから手挙げているけれども、こ

っちが呼んでから話せばいいから、執行部の

方々、慌てないでください。 

 

○受島産業支援課長 失礼いたしました。産

業支援課でございます。 

 今御指摘いただきましたＦＣＶ、水素燃料

自動車でございますけれども、県庁には今１

台ございまして、今回２台目の導入というこ

とになります。県全体では、今大体10数台の

水素燃料自動車があるというふうに我々認識

をしております。 

 今おっしゃった充塡器でございますけれど

も、これまで民間の充塡器がなかったもんで

すから、８月に民間ベースでの充塡器が設置

されたというところでございます。 

 いろいろと投資がかかるということで、ニ

ーズとのバランスの中で整備が進んでいくと

いうふうに理解しておりますので、まずは我

々のほうは普及啓発のほうをまず一生懸命進

めさせていただきたいというふうに考えてお

ります。以上でございます。 

 

○坂田孝志委員 そういう言い方するなら、

また言いたくなるね、ここでやめとこうと思

ったが。充塡が進まぬから、車の購入も進ま

ぬわけだけん、その場合、車だけいるっと

か、県は。充塡で駄目だったら、民間と一緒

になって進めるとか、100％出さなくていい

から。隣に吉永先生おられるが、水俣は環境

の先進都市だし、ああいうところに行ってあ

ればたい、ますますその意識が変わってくる

というのは、もっと知恵と工夫を凝らしなが

ら、県民が購入できるような環境を整えるの

が行政の役割じゃないのか。民間とちょっと

協力してやってくださいよ。そうすっと増ゆ

ったい。 

 

○受島産業支援課長 失礼いたしました。お

っしゃったように、民間の取組とそれから我

々の普及啓発、それから支援のほうは両輪だ

というふうに認識をしておりますので、御指

摘いただきました御意見を踏まえて取組を進

めてまいりたいと考えております。以上でご

ざいます。 

 

○髙野洋介委員長 ほかにございませんか。 

 

○吉田孝平委員 ６ページお願いします。家

庭部門の温室効果ガス49％減少となっており
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ますけれども、13年から15年、17年から18

年、特に減少しておりますけれども、オール

電化とか電化製品等もあると思いますけれど

も、この17年から18年のこの減少っていうの

は熊本地震のときで、家の建て替えとかリフ

ォーム、改修、そういったことが原因になっ

ているのかなと思って、その辺をお聞かせい

ただきたいと思います。 

 

○吉澤環境立県推進課長 熊本地震との関連

までは整理はできておりませんでしたけれど

も、委員御指摘のとおり、省エネ、電力の消

費が少ない機器に切り替わったということが

１つの大きな要因ですので、今御指摘があっ

た建て替えだったりリフォームだったりって

いうことも１つの要因だったと思います。あ

わせて、ここが、冬が暖かかったというとこ

ろもあって、ここは、がたっと落ちたという

ところもございます。以上でございます。 

 

○吉田孝平委員 そうすると、補助事業とか

ちょうど重なったとか、そういうのもあるの

かなと思って、蓄電とか太陽光。 

 

○吉澤環境立県推進課長 確かに、ＦＩＴ等

の電力の関係等で、まだ高かったところの設

置というのが進んでいた時期とも重なるとい

うこともありますけれども、すみません、そ

この部分の整理は、私どもまだできておりま

せん。そこは確認させていただきたいと思い

ます。 

 

○吉田孝平委員 すみません、前回の委員会

でも、太陽光発電とか蓄電設備等のセールス

の話がありましたけれども、まだ不安に思っ

ていらっしゃる方がたくさんおられますん

で、その辺の情報発信をしっかりお願いした

いと思います。以上でございます。 

 

○髙野洋介委員長 ほかにございませんか。 

 

○吉永和世委員 リサイクル製品の利用って

いうか、その辺、関連するのかなと思ってち

ょっと質問させていただきますが、廃家電リ

サイクルってありますよね。水俣に廃家電の

工場があるんですけれども、分解して、分解

したものを利用するというふうな、そういっ

たイメージを持っているんですけれども、あ

まり利用されていないような話も聞いたりす

るんですが、やっぱりカーボンニュートラル

っていうことをやっていく上において、リサ

イクル、その前にリユースとかユースとか何

かあるはずなんですけれども、それはやっぱ

り取り組むべきだと思うんですよね。 

 しかし、今廃家電リサイクルの中でそれが

徹底してやられているかって言ったら、そう

じゃないのかなっていうふうに思うんですけ

れども、県はその辺どう状況をつかんでいら

っしゃいますか。 

 

○髙野洋介委員長 小原課長で行きますか、

吉澤課長で行きますか。 

 

○小原循環社会推進課長 家電について、す

みません、データを持ち合わせておりません

が、例えば、さっき、物は全然違いますが、

ソーラー施設とかは、これは相当、７割程

度、リサイクル、リユース使われているとい

う状況はございます。家電リサイクル法ござ

いますので、そこは、すみません、先生の感

覚とあれですが、ある程度リサイクルはされ

ておるのかなとは承知しておりますが。 

 

○吉永和世委員 私もそう思っているんです

が、実際のところ、そうじゃないっていう話

も聞きますんで、そこら辺は、これからカー

ボンニュートラルに向かって進む中におい

て、そこはしっかりとやっぱり把握する必要

があるのかなというふうに思いますし、非常

に大事なポイントかなと思います。ですか
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ら、そこら辺、ちょっと状況把握をしっかり

とやっていただいて、それをしっかりと推進

していくということも、やっぱり県として取

り組んでいただきたいなというふうに思いま

す。 

 それと、先ほど、上益城のエネルギー回収

施設の話がさっきありましたけれども、県内

の廃棄物を対象としてやるっていう話があり

ましたので、その後、もう１社、山都ですか

ね。何か阿蘇のほうにもう１個計画が出てき

ましたよね。あれも県内業者なんですけれど

も、あそこも結局廃棄物を今まで県外に出し

てたとするならば、それを自分ところで処理

しますっていう形になると、要は、それもこ

の中の400トンっていうか、中に入ってたと

するならば、これは、その分浮いてしまうわ

けですよね。そこら辺のそのすり合わせって

いうか、ここら辺はどうなんですか。 

 

○吉澤環境立県推進課長 山都の施設に計画

されているという事業と今回の上益城の事業

が、業務が少し違うというふうに認識してお

ります。あの山都のほうは最終処分場を整備

されるという話を聞いておりまして、今回の

上益城のほうは、リサイクル施設と焼却した

エネルギー回収施設ということですので、タ

ーゲットが違うと。もともと、リサイクル、

焼却をしていたものを上益城の新しい施設に

持ち込み、山都のほうは、県外の最終処分場

に持っていってたものを県内で最終処分した

いというふうに考えておられるというふうに

聞いております。 

 それで、もともとのごみの最終処分に持っ

ていこうとしていたのか、焼却、リサイクル

にしようとしていたのかということで、ごみ

の性質が違うので、かぶることはないという

ふうに私は認識しておりました。以上です。 

 

○吉永和世委員 それだったらいいんです

が、結局、県内の分を県内で処理するってい

うのが多分住民の方もすごく納得しやすいん

でしょうけれども、県外から持ってくる分が

多くなっていくんだっていうふうになると、

ちょっとまた住民感情としてどうかなと思い

ますんで、これはちょっと注視しとってもら

わないといけないのかなと思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。以上です。 

 

○髙野洋介委員長 ほかにございませんか。 

○竹﨑和虎委員 15ページ――ちょっと質問

の前に、各家庭でも先ほど省エネの話があり

ましたけれども、この委員会でも暖房切っと

ってもよかっちゃなかかなと思うんですよ

ね。 

 

○髙野洋介委員長 それはまた別の問題だけ

ん。 

 

○竹﨑和虎委員 そう思った次第で、ちょっ

と質問させていただきます。 

 15ページ、新規小水力発電所の開発可能性

調査ということで、前回、昨年当初より倍ぐ

らいのこの予算ついておりますけれども、そ

もそものその小水力発電開発の設置が進んど

るかどうかっていうのを教えてください、状

況を。 

 

○亀丸企業局総務経営課長 企業局でござい

ます。 

 企業局のほうで、現在、水力発電を７か所

県内で設置して発電を行っておりますけれど

も、それにつきまして、新たな発電、小水力

に関しての発電所を設置すべく今回、今年度

と来年度にかけまして調査を行っていく予定

でございます。 

 

○竹﨑和虎委員 民間の進捗状況というのは

お分かりですか、民間事業者で小水力発電と

いうの。 
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○上塚エネルギー政策課長 小水力につきま

しては、今稼働済みが、小水力、中水力いろ

んな容量がありますけれども、59ぐらいある

んですが、今導入計画が、これは主に民間、

小水力が中心なんですけれども、これが18件

ぐらい、うちでいろいろ相談があっているの

はそれぐらいあっています。いろんな進捗状

況は様々ですので、一概にそれが全部すぐす

ぐ動くかっていうのは、ちょっとまだそこま

で一つ一つは把握してないんですが、ちょこ

ちょこそういった御相談なり情報提供なりは

あっているところでございます。 

 

○竹﨑和虎委員 小水力を設置する場合、や

っぱり適地というのは山間部が多いと思うん

ですよ。そういった小さな河川であったり小

川だったり、そういったとこだと思うんです

けれども、そういった河川は、必ず大きな河

川の支川であったり、つながっとるところが

あると思うんですよね。 

 もちろん設置される地元への説明であった

り、そういったとこは必要だと思うんですけ

れども、その大きな河川には、内水面の漁協

さんあるんですよね、そこの同意が必要だと

思うんですよ。そこに対する説明とか行って

いらっしゃるんですか。こういった取組の中

でやっぱり必要だからという説明がなされて

おるか、聞かせてください。 

 

○上塚エネルギー政策課長 恐らくアセスと

かにかかれば、そういった手続がありますの

で、されていると思うんですが、小水力につ

きましては、恐らく規模的にそういった義務

とかがない部分がありますので、ただ、漁協

さん、川を使う関係で、そういったのはもう

当然されていると思いますが、すみません、

そこまではちょっと把握はしてないところで

す。 

 

○竹﨑和虎委員 やはり上流から下流まで、

内水面の漁協の理事さんであったりとか組合

員の方々多数いらっしゃるし、それぞれ考え

方、そういう河川環境に影響がないようにと

か、そこにいる生物に影響がないようにとか

非常にいろいろ考えられて、河川が濁らぬよ

うにとかそういうことを考えていられると思

うもんだから、そういうのを設置すると、必

ず影響があるんじゃないかって思われてるん

ですよね。そこに対して、業者さんが説明に

行っても、なかなか納得されない部分がある

もんだから、ぜひ県のほうからも一緒に行っ

ていただくとか、説明に来ていただければ、

漁協さんも納得して、こういった導入がどん

どん進んでいくと思うもんですから、ぜひそ

ういうところに取り組んでほしいと思いま

す。これは要望で結構です。以上です。 

 

○髙野洋介委員長 ほかにございませんか。 

 

○磯田毅委員 そもそもの議論ですけれど

も、ページは関係なく、今コロナ対策で、私

は、うちの事務所に二酸化炭素濃度の測定器

を置いているんですけれども、大体400ppm～

410ぐらいなんですね。それで、こういった

カーボンゼロになった場合の、日本だけじゃ

ないんですけれども、二酸化炭素の濃度、大

体どれぐらいを目標にしているんですか。 

 

○吉澤環境立県推進課長 すみません、世界

全体の二酸化炭素の目標っていうか、今から

の二酸化炭素濃度というのは、すみません、

具体的な数字を私もちょっと把握していませ

んけれども、非常に少ない量ではございま

す。それが増えると、非常に何％まであれば

いいということではなく、今よりも増えるこ

とによって温室効果が高まってしまうという

ところがございますので、それを今よりも増

やさないという努力をしていくということに

なりますので、何％までの目標というより

も、増やさないという、そういうふうな目標
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が世界的に定まっているというふうに認識し

ております。 

 

○髙野洋介委員長 ほかにございませんか。 

 なければ質疑を終了いたします。 

 次に、②有明海・八代海の環境の保全、改

善及び水産資源の回復等による漁業の振興に

関する件及びアサリ関係の説明を受け、まと

めて質疑を行いたいと思います。 

 それでは、執行部から説明をお願いいたし

ます。 

 

○吉澤環境立県推進課長 有明海・八代海再

生関係でございます。 

 今回は、アサリ関係を資料３、４で報告さ

せていただきますので、資料２のアサリ関係

部分については割愛して、一括で資料３、４

で説明させていただきます。 

 それでは、資料２の４ページをお願いいた

だけますでしょうか。４ページでございま

す。 

 普及啓発活動の展開の部分でございます。

グラフが入っているページでございます。 

 現状としましては、県下一斉清掃活動や環

境出前講座等の普及啓発活動を行っておりま

すけれども、図のとおり、環境出前講座につ

きましては、コロナ禍以降、増加傾向にあ

り、一方で、県下一斉活動については、参加

数が減少が続いておるという状況にございま

す。やはり、この感染の状況に応じた柔軟対

応を検討してまいらなければならないと考え

ているところでございます。 

 続きまして、５ページのほうお願いできま

すでしょうか。 

 取組実績と取組予定でございます。 

 今の説明と重なるところもございますけれ

ども、一斉清掃活動の①の部分でございま

す。 

河川や海岸の一斉清掃活動の参加者です

が、令和３年度は、小さい数字になりますけ

れども、9,800人と令和２年度の6,500人に比

べると増加しておりますけれども、やはり令

和元年度の３万人弱という人数には及びませ

ん。 

 一方で、環境出前講座は、水俣で小学５年

生が学ぶ肥後っ子教室がオンラインになるな

ど、リアルに目前で行う講座ということが人

気が高まっておりまして、令和３年度が 

2,750人受講しておりまして、毎年増加して

おります。こういったニーズを踏まえて、状

況に応じた啓発活動に取り組んでまいりたい

と思っております。 

 環境立県推進課は以上でございます。 

 

○中原水産研究センター所長 水産研究セン

ターでございます。 

 14ページをお願いいたします。 

 (1)海域環境への負荷の削減の⑦養殖場か

ら排出される負荷の削減です。 

養殖場における給餌や排せつによって生じ

る環境負荷を低減させるため、アオサとして

流通しておりますヒトエグサやヒジキといっ

た窒素、リンを栄養塩として吸収する海藻類

の増養殖技術の開発に取り組んでまいりまし

た。また、地元漁協が策定しました漁場改善

計画の着実な実施に向けた支援、指導や個別

養殖業者に対する魚種ごとの適正給餌量につ

いての指導を行っております。 

 15ページの令和３年度の主な取組実績及び

令和４年度の取組予定でございますが、この

うちの①ヒトエグサ人工採苗網の量産試験に

つきまして、令和３年度は人工採苗網610枚

を生産、７地区８業者に配付しております。

令和４年度は、高水温耐性品種の開発など、

人工採苗網のさらなる品質向上と安定生産に

取り組んでまいりたいと思っております。 

 水産研究センターは以上です。 

 

○吉澤環境立県推進課長 また飛びまして、

20ページお願いできますでしょうか。20ペー
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ジでございます。 

 現状・課題としまして、干潟では、作澪や

覆砂、海底耕うん等による底質改善に取り組

んでおりますけれども、抜本的な対策には高

度な知見と膨大な費用が必要でございますの

で、国の主体的な取組を求めております。し

かし、国でも、いまだ具体的な再生方策は見

いだせていないという現状でございます。 

 続きまして、取組の方向性、２のところで

ございます。 

 まず、一番上の丸ですけれども、国に対し

て、泥土除去等の抜本的な底質改善策の実施

や海域での大規模な海底耕うん等の実証事業

の実施を求めてまいっております。 

 続きまして、右側の図を御覧いただけます

でしょうか。 

ちょっと字が小さいんですけれども、これ

が、平成28年の国の有明海評価委員会の報告

書に示された再生方策でございます。 

そのマーカー、黄色で塗っている部分でご

ざいます。 

非常に小さい字で申し訳ありませんけれど

も、マーカー部分に底質改善、覆砂、海底耕

うん、しゅんせつ、作澪、河川からの土砂流

入量の把握、適切な土砂管理、ダム堆砂、河

道掘削土砂の海域への還元の検討等と、国自

ら整備しております。 

 まず、この実施を求めることが必要ではあ

ると考えておるところでございます。 

 21ページをお願いします。 

 ①のところでございますけれども、県の調

査で干潟の維持に砂の供給の重要性が示され

ておりますので、国に対して、底質と河川か

らの砂の流入の関係について調査研究を進め

るよう要望させていただいております。 

 ②の部分でございますけれども、大学と連

携した調査につきましては、今干潟がちょっ

と泥化しておるっていうとこがございますの

で、この干潟にアサリの着底に適した粒径の

砂礫等を補うことで、資源回復に寄与する可

能性が調査で示唆されておりますので、令和

４年度につきましては、干潟の維持に不可欠

な砂供給に向けて検討を進めたいと考えてお

ります。 

 続きまして、22ページをお願いいたしま

す。 

 八代海湾奥部の関係でございます。 

 １の現状と課題のところでございます。 

地元からは、水害リスクの懸念ということ

がございますので、その懸念に対し、県に

は、高潮対策、排水機場の機能強化、河川掘

削等の実施を要望されております。国に対し

ては、地元からは干潟の評価と将来の土砂堆

積影響調査等の実施を要望されているところ

でございます。 

 ２の取組の方向性でございますけれども、

防災対策は、流域の連携が重要でございます

ので、宇城市などの事業主体とタイムスケジ

ュールを共有しまして、水害リスクの軽減に

向けて取り組んでまいりたいと思っておりま

す。 

 また、地元と連携し、国に対しての調査等

の要望についても実施していきたいと思いま

す。 

 23ページ、下をお願いします。 

 ①でございますけれども、水害リスクの軽

減に向けた取組として、宇城市としては、本

年１月、県には防災対策、国には将来的な影

響調査を求めたいという意向を再度確認しま

したので、対策としては、令和３年度、令和

４年度、共通になりますけれども、排水対策

としてのフラッシングによる海岸樋門の機能

維持、排水機場の更新整備による排水能力の

増強、河川改修や河川の流下能力の確保のた

めの河道掘削等を実施させていただきたいと

思っております。 

 また、来年度は、地元市町と連携した国へ

の要望活動を実施するというふうに考えてお

るところでございます。 

 一番最後に、参考として報告を書かせてい
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ただいております。 

瀬戸内海における栄養塩に関する取組とし

て、令和４年２月に国の瀬戸内海環境保全基

本計画の一部が変更されました。来年度以

降、兵庫県が県計画を変更するということで

聞いておりますので、その具体策が見えまし

たら、また報告をさせていただきたいと考え

ております。 

 環境立県推進課は以上でございます。 

 

○堀田水産振興課長  水産振興課です。 

 28ページをお願いいたします。 

 (4)アサリ等の水産資源回復等による漁業

の振興、③の栽培漁業及び資源管理型漁業の

推進、有明海についてです。 

 まず、現状・課題等ですが、上段の黒丸で

示しておりますとおり、このうち、有明海の

主要水産資源について、有明海沿岸４県、国

が協調し、漁場環境の改善や増殖技術の開発

に取り組むとともに、漁業者による資源管理

の取組を推進することとしております。 

 ２の取組の方向性ですが、３行目に書いて

おりますとおり、クルマエビ等の水産資源の

回復に向け、計画的な共同放流による栽培漁

業の推進を図ることとしております。 

 29ページをお願いします。 

 令和３年度の取組実績及び令和４年度の取

組予定です。 

 ③、④の共同放流事業計画に基づいた取組

や中間育成・放流技術の開発としては、マダ

イやヒラメなど各魚種の共同放流を計画的に

実施するとともに、クルマエビ等について、

中間育成や放流技術の開発に取り組んでまい

ります。 

 ⑤の水産資源の持続的漁獲に向けた新たな

資源管理の取組としては、改正漁業法に伴う

資源評価に基づき、新たな資源管理に関する

制度について、漁業者の方々へ周知を図って

まいります。 

 30ページをお願いいたします。 

 (4)アサリ等の水産資源回復等による漁業

の振興です。 

 ④栽培漁業及び水産資源管理型漁業の推進

の八代海についてでございます。 

 まず、現状・課題等としましては、八代海

では、マダイ、ヒラメ、ガザミなどの計画的

な共同放流の実施や新たな放流魚種としてア

シアカエビなどの開発など、栽培漁業ととも

に、漁業者による資源管理型漁業の取組を推

進していくことが必要と考えています。 

 取組の方向性についてでございます。 

 資源の回復と持続的利用を図るため、健全

な種苗の放流による栽培漁業の継続的、効率

的推進と併せ、資源管理型漁業の一層の推進

を図ることとしております。 

 31ページをお願いします。 

 令和３年度の主な取組実績、令和４年度の

取組予定についてです。 

 ①で、マダイやヒラメなどの共同放流計画

に基づき放流を行い、引き続き、計画に基づ

き、効率的、効果的な共同放流の取組を推進

することとしております。 

 ②新たな放流魚種の種苗生産、放流技術開

発の取組としましては、アシアカエビなどの

新たな魚種について、種苗生産、放流技術開

発に取り組んでまいります。 

 また、③八代海におけるエビ類の共同放流

体制については、沿岸市町、漁協とともに、

エビ類の共同放流体制の構築を図りながら、

連携したエビ類の共同放流を推進することと

しております。 

 また、④では、漁業法改正に伴う資源評価

に基づく漁獲量の管理など、新たな取組を進

めてまいります。 

 32ページをお願いします。 

 アサリ等水産資源回復等による漁業の振

興、⑤の持続的養殖漁業の推進、有明海につ

いてでございます。 

 現状・課題では、ノリ養殖における近年の

高水温や多発する病害の影響に対し、環境変
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化に対応した養殖スケジュールの推進や酸処

理剤の適正な使用、高水温耐性の優良品種の

開発に取り組むことが必要と考えておりま

す。 

 取組の方向性ですが、環境変化に対応した

ノリ養殖の持続的な安定生産に向けた取組を

推進することとしております。 

 33ページをお願いします。 

 令和３年度の主な取組実績及び４年度の取

組予定ですが、まず、①で、漁場管理に適し

たノリ養殖スケジュールの提案、養殖管理の

推進として、県漁連等と連携し、ノリ養殖状

況や栄養塩の調査を実施し、漁場環境、生産

状況に応じた養殖管理について指導を行って

まいります。 

 また、環境に対応したノリ養殖を推進して

いくこととしております。 

 ②では、酸処理剤の適正使用等につきまし

て、県漁連と連携して、漁期中に、組合長会

議や海上での適正使用等の周知を図ってまい

ります。 

 ③につきましては、引き続き、高水温耐性

品種の養殖試験等も行いながら、環境変化に

対応したノリの優良品種作出のための試験も

進めてまいります。 

 34ページをお願いいたします。 

 (4)アサリ等の水産資源回復等による漁業

の振興、このうち、⑥の持続的養殖業の推進

の八代海についてです。 

 まず、現状・課題ですが、魚類養殖を中心

とした八代海の持続的養殖業を推進するた

め、漁場改善計画の着実な実施、漁場環境に

配慮した養殖を推進するとともに、赤潮防止

対策、新たな養殖種類の養殖技術開発に取り

組んでまいる必要があると考えております。 

 取組の方向性につきましても、漁場改善計

画の着実な実施のため、漁協指導を継続する

とともに、赤潮被害の防止対策や藻類、貝類

の新たな養殖技術開発を推進することとして

おります。 

 35ページをお願いします。 

 令和３年度の取組実績、令和４年度の取組

予定についてです。 

 ①につきましては、各養殖業者が行った魚

類養殖場の底質調査の結果等を基に、漁場環

境の維持、改善が図られるよう指導を行い、

漁場環境の維持、改善に取り組んでまいりま

す。 

 ③の赤潮情報ネットワーク体制の整備等に

つきましては、赤潮の早期発見や被害防止対

策のため、漁業者、市町村、関係者等と連携

し、一体となった赤潮情報ネットワークを活

用しまして、赤潮発生の情報の収集、発信を

行うとともに、早期発見や被害防止等を推進

していくこととしております。 

 最後に、④マガキ等につきましては、マガ

キの天然採苗試験等を行いまして、引き続

き、マガキの養殖指導を進めるとともに、生

産の安定確保に向けた取組を推進していくこ

ととしております。 

 水産振興課は以上でございます。 

 

○中原水産研究センター所長 水産研究セン

ターでございます。 

 36ページをお願いいたします。 

 (5)再生に向けた調査・研究の充実でござ

います。 

 水産研究センターでは、有明海、八代海の

再生に向けた各種調査研究につきまして、国

や大学、関係県との共同研究や研究成果等の

情報交換、さらには各機関の調査結果のデー

タベース構築への参加など、より効果的、効

率的になるよう努めてまいりました。今後も

引き続き、各研究機関との役割分担を明確に

し、情報の共有化、連携を高めることで調査

研究の充実を図ってまいります。 

 また、有明海・八代海等総合調査評価委員

会の方針に従い、アサリなど有用二枚貝やノ

リ養殖に係る調査研究、水質、底質等の知見

の収集、整理を行っていくこととしておりま
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す。 

 37ページの取組実績及び取組予定でござい

ます。 

 ③大学との共同研究に関する件で、八代海

のタチウオの生態調査につきまして、これま

で八代海で漁獲されるタチウオの約７割が八

代海生まれ、残りが東シナ海生まれであるこ

とが明らかになり、令和３年度には、漁業種

類ごとのタチウオの漁獲サイズについての知

見が得られております。令和４年度は、タチ

ウオの詳しい移動生態を確認するため、標識

放流を実施することとしております。 

 水産研究センター、以上です。 

 

○植野漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 38ページをお願いします。 

 (6)上流から下流まで連携した海洋ごみ等

対策の推進の①の海洋ごみ対策につきまし

て、１番の現状と課題につきましては、近年

豪雨が頻発し、大量の海洋ごみが漂流、漂着

し、海域の環境悪化、海岸機能の低下、船舶

の航行や漁業活動への影響が生じており、こ

れは、今後も続くことが懸念されます。 

 ２の取組の方向性につきまして、漁業活動

に支障となる漂流ごみや海底ごみを回収、処

分いたします。また、白川の河口域では、漂

流物対策フェンスを設置いたします。海岸の

漂着ごみにつきましても回収、処分をいたし

ます。 

 39ページの令和３年度の実績と４年度の予

定です。 

 ①の漂流ごみにつきまして、３年度は、漂

流ごみと海底ごみを500トン余り回収、処分

をいたしました。白川河口域の漂流物対策フ

ェンスも設置をいたしました。４年度も同様

に対策を行っていく予定でございます。 

 ②の海岸の漂着ごみにつきましては、３年

度は、農地、漁港、建設、港湾、海岸の合計

で1,794トンを回収、処分しております。 

  なお、漁港海岸で回収しました流木の一部

につきまして、地元の希望者に配付をして、

有効活用をしていただきました。４年度も、

海岸漂着ごみが発生すれば回収、処分をいた

します。 

  漁港漁場整備課は以上です。 

 

○小原循環社会推進課長 資料40ページお願

いいたします。 

 引き続き、②の海洋プラスチックごみ対策

について御説明いたします。 

 １、現状と課題につきまして、１つ目の丸

ですが、海洋プラスチックごみの多くは、陸

域から流出したものであり、流れ出て、散ら

ばるまでの効率的な回収が必要となっており

ます。 

 ２つ目の丸で、発生源に応じた流出防止策

が必要なこと、そして３つ目の丸で、プラス

チックの資源循環を促進するための法律が施

行されることを挙げております。 

 ２、取組の方向性につきましては、有識

者、関係団体等によりますごみ「ゼロ」推進

会議、こちらからの提言を踏まえまして、回

収、排出抑制、リサイクル、この３つの取組

を進めております。 

 続いて、41ページは、令和３年度の実績と

４年度の取組予定でございます。 

 ①は回収の強化です。 

市や町における海洋ごみの回収、処分など

を支援しております。 

②は排出の抑制です。 

農業・漁業団体に加えまして、商工団体と

連携した取組も進めてまいります。 

③は分別回収・リサイクルの促進です。 

市町村におけるプラスチックごみの分別、

回収、拡充などの支援を行ってまいります。 

 循環社会推進課は以上でございます。 

 

○吉澤環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 
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 最後に、43ページをお願いいたします。 

 一覧としまして、有明海・八代海の再生に

向けた熊本県計画に掲載予定の事業の一覧を

つけております。 

時間の都合もありますので、説明は、今日

は割愛させていただきます。以上でございま

す。 

 

○髙野洋介委員長 続きまして、アサリ関係

の説明をお願いいたします。 

 

○山田水産局長、水産局でございます。 

 資料３をお願いいたします。 

 ③アサリ関係について、(ア)アサリの資源

回復に向けた取組についてです。 

 資料をおめくりください。１ページをお願

いいたします。 

 まず、アサリ漁業の現状と課題です。 

 左側のグラフは、上段左側に有明海の平成

25年から令和３年までのアサリ漁獲量と生産

金額の推移を示しております。平成29年は、 

675トンまで回復しましたが、その後減少

し、令和２年は、取り控えもあり、漁獲はあ

りませんでした。 

 右側は、現状、課題を記載しております。

現状としては、漁獲量の低迷、母貝の減少に

よる産卵量の減少、稚貝が発生してもその後

減耗している状況です。このため、産卵量増

加に向けた対策や生残を高めるための生息環

境改善を課題として考えております。 

 下段は八代海です。有明海と同様に整理し

ております。八代海は、平成30年の76トンを

ピークに漁獲量は減少しており、令和３年に

は11.2トンとなっております。有明海と異な

る点としては、大雨の頻発化による大量へい

死が見られるため、淡水化リスクに対応した

生産を課題として考えております。 

 ２ページをお願いいたします。 

 ２の近年の取組についてです。 

有明海では、令和元年から沿海漁協で稚貝

の着底を促進する網袋を設置し、母貝団地の

形成に着手しています。また、令和２年度か

らは、着底した稚貝が減耗してしまう対策と

して被覆網を設置し、アサリの保護、育成を

図る試験を開始しております。あわせて、覆

砂やナルトビエイ駆除事業を継続して取り組

んでおります。 

 八代海では、母貝団地の形成や食害生物、

風、波からの保護のため、今年度、被覆網の

範囲を拡大しています。また、覆砂やナルト

ビエイの駆除の継続に加え、淡水被害対策と

して、早期生産の実証試験を実施しておりま

す。早期生産については、後ほど説明させて

いただきます。 

 ３ページを御覧ください。 

 ３、取組状況とその成果、有明海について

です。 

 まず、再生産サイクル形成に向け、令和元

年度から13漁協で網袋8,700袋を設置したこ

となどにより、左下のグラフのとおり、母貝

団地の形成が進み、浮遊幼生の発生の増加が

見られます。 

 ２つ目です。12漁協が被覆網の実証試験を

実施し、漁場環境に応じた目合い等の検討を

行う中で、下段中央のグラフのとおり、５か

月間で６割程度まで生残する高い保護効果を

確認できました。 

 ３つ目です。食害生物の駆除を実施し、下

段右側のグラフのとおり、ナルトビエイで駆

除数の減少が見られ、推定来遊個体数も減

少、横ばい状態です。 

 ４ページをお開きください。 

 次は、八代海です。 

産卵母貝の増加に向けた取組として、ま

ず、八代海は、有明海と比較して浮遊幼生の

発生数が少なく、積極的な産卵母貝の増加が

必要です。左下のグラフで、両海域の浮遊幼

生の比較をしております。 

 次に、令和２年７月豪雨では、北部海域が

淡水化によりへい死が発生したものの、八代
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市大島以南では母貝が生残しておりました。

中央の図には、そのときの状況を示しており

ます。バツは全滅、三角は稚貝のみ生残、丸

は母貝、稚貝とも生残しています。当時は、

沖合海域を含め、北部海域は、全域が淡水化

されておりました。 

 次に、令和２年の浮遊幼生調査では、豪雨

直後から発生量が減少しており、大島以南の

母貝だけでは生産を回復させるための母貝が

不足しています。 

 右下のグラフを御覧ください。 

 令和２年は黄色の線ですが、豪雨後、浮遊

幼生の減少が11月まで続いています。 

 ５ページをお願いします。 

 北部海域における産卵場の確保には、環境

条件を踏まえた母貝団地の確保が必要です。

このため、成熟のための餌環境のほか、管理

が重要であることから、漁業者が管理しやす

い干潟域での母貝団地の確保を推進すること

とします。 

 左下に、沖合と干潟で淡水化に対するメリ

ット、デメリットを整理しております。沖合

の場合、土砂やごみの流入など陸域からの影

響を受けにくい反面、管理上問題があると考

えています。 

 右下には、網袋、被覆網等による母貝団地

実証試験に取り組んでいる各地の状況を示し

ております。 

 ６ページをお願いします。 

 豪雨による淡水化に対応できる生産体制の

構築です。被覆網による稚貝の保護により、

食害による減耗を抑えて、漁獲サイズまで生

育できることを確認しています。 

 左側のグラフを御覧ください。 

 鏡町漁協での被覆網の試験結果を示してお

りますが、上段が被覆網設置、下段が設置し

なかった場合の比較です。被覆網のみ１平方

メートル当たり750個の漁獲サイズの生産が

確認されました。 

 次に、右側のグラフを御覧ください。 

 これは、被覆網により保護した場合、７月

から９か月程度、梅雨前までに殻長28ミリ以

上の出荷サイズに成長することが確認された

ものです。このため、被覆網により食害等か

ら保護することに加え、へい死のリスクが高

い梅雨の前までの早期生産の導入を検討して

いくこととしております。 

 ７ページをお願いします。 

 ５、有明海・八代海の推定漁獲可能量につ

いてです。 

 有明海では、令和３年以降のアサリの分布

調査結果や被覆網の調査により漁獲可能量を

推定したものですが、共に前年よりも漁獲の

増加を見込んでおります。現在のところ、有

明海では209トン、八代海では18トンの生産

を期待しております。下段では、両海域の主

漁場ごとに推定した漁獲量を示しておりま

す。 

 ８ページをお開きください。 

 ６、今後の対応について、まず、有明海で

す。 

 先ほど申し上げたとおり、令和４年の漁獲

量の推定として209トンを期待しており、今

生息しているアサリを４万平米の被覆網によ

り、食害や風、波から保護し、漁獲につなげ

ることとしております。 

 令和５年です。令和３年の９月から11月の

調査では浮遊幼生は１トン当たり２万6,741

個で昨年の1.2倍、過去６か年平均の1.5倍と

例年より多く発生しております。順調にいけ

ば、今年の春には、河口域の干潟に１平米当

たり約3,000個の稚貝が発生すると推定して

おります。そして、秋には、１平方メートル

当たり約1,600個程度まで期待できると、平

成28年並みに相当し、その翌年、672トン近

い生産につながればと考えております。 

 現在、令和５年は、350トンを超える漁獲

を期待しており、今後は、分布量調査に基づ

き、被覆網を高密度域に張り込むなどの対策

に努めてまいります。 
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 ９ページを御覧ください。 

 八代海です。 

 まず、漁獲量推定の前提についてです。 

八代海は、食害生物の影響が大きく、被覆

網で保護しないとアサリが漁獲できない状況

であること、また、鏡町漁協を中心に保護対

策が進められており、被覆網の設置面積と管

理により大きく左右されます。 

 このことを踏まえ、被覆網４万1,200平米

で保護されるアサリを、調査から推定した生

育密度１平米当たり0.44キロから漁獲量18ト

ンを推定しております。今後、被覆網の管理

徹底を指導するとともに、新たな被覆網3,00

0平米の設置を支援することとしておりま

す。 

 令和５年は、県の支援に加え、漁協単独分

を含め、４万9,700平米の被覆網が設置され

ることから、50トン相当のアサリが生産でき

ると推定しております。今後、被覆網の管理

指導で、食害や風、波から保護し、漁獲につ

なげてまいります。 

 10ページをお願いします。 

 ８、まとめです。 

 令和４年は、有明海、八代海合わせて227

トンの漁獲を目指しております。また、令和

５年は400トンの漁獲を目指します。 

 下段の表を御覧ください。 

 一番上ですが、令和２年秋から令和３年夏

まで産卵、着底したアサリは、赤色の枠にな

りますが、成長後、令和４年の春、夏の漁獲

につながります。同様に、令和３年秋から令

和４年の夏までは、産卵、着底したアサリ

は、緑色の枠ですが、令和５年の春、夏の漁

獲につながります。 

 これらのアサリを順調に生育させていくた

めには、有明海、八代海で稚貝の保護、産卵

母貝の保護、母貝団地形成や覆砂による漁場

環境の改善、ナルトビエイなどの食害生物の

駆除に取り組んでまいります。 

 次に、資料４をお願いいたします。 

 アサリ産地偽装の根絶に向けた取組につい

てです。 

 １ページのほうをお願いいたします。 

 まず、本県産のアサリを取り巻く現状です

が、右側のグラフに記載のとおり、近年の漁

獲量は、平成15年の6,877トンをピークに、

令和３年は35トンと大きく減少しておりま

す。 

 右は、アサリの輸入量の状況ですが、西暦

2000年に約７万5,000トンを記録した後、緩

やかに減少し、直近の2021年では輸入量が３

万419トン、うち中国が８割、韓国が２割を

占めております。 

 ２ページをお願いします。 

 蓄養とは、出荷調整や砂抜きのための単な

る保管している状態のこと、市場操作その他

のため、短期間保存することであり、漁業法

上での規定がありません。 

  通関の流れとして、輸入貨物は、税関長が

許可した保税蔵置場に置くことができます。

また、県内では、保税蔵置場に置くことが困

難または著しく不適当な貨物として他所蔵置

が許可され、その後、出荷調整等のため、蓄

養されております。 

 ３ページを御覧ください。 

 上段は、先月国が公表した実態調査の結果

です。 

2,485トンと全国で大量のアサリが熊本県

産と表示され、販売されていたと報告されて

います。 

 左側の棒グラフは、2019年から2021年まで

の月ごとの輸入量をグラフ化したものです。

 下の１つ目の丸ですが、アサリは梅雨時期

の低塩分や夏場の高水温に弱いため、本県で

蓄養に適した期間は10月から５月と考えられ

ます。そのため、三池、熊本、三角の税関署

等を通関する輸入アサリの全てが本県で蓄養

をされていると仮定すると、2021年の輸入量

全体の約30.5％と推測されますが、残り約70

％となる下関が保税地となるアサリの実態は
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今のところよく分かっておりません。 

 ４ページを御覧ください。 

 純熊本産の天然アサリと輸入アサリを分け

た流通のイメージです。 

上段の天然アサリは、その８割程度が県漁

連から指定商社へ共販として出荷されていま

す。 

 ここで、右下の枠組みの国の調査結果を御

覧ください。 

 国は、昨年10月から12月の３か月で2,485

トンが熊本県産として販売されたと推定して

おります。この期間に市場に出荷される可能

性がある輸入アサリは、蓄養期間が最長で３

か月間であるとすると、調査期間の始まりと

なる10月の３か月前に当たる７月に輸入され

た分から市場に入ってくることになります。 

 そこで、資料下段の輸入アサリの流れの上

から５行目、星印に記載のとおり、７月から

12月に輸入された１万812トンを保税地ごと

に区分して分析してみました。本県の蓄養場

に入る可能性が高い輸入アサリは、上の細い

矢印のとおり、2,448トンで全体の約２割程

度です。 

 一方で、３ページのグラフの緑色の部分と

なる下関を通関する輸入は8,364トンで全体

の約８割近くにも及んでおります。 

 ５ページをお開きください。 

 アサリの産地偽装の手口として悪用されて

いる長いところルールについてです。 

アサリの場合は、魚類のように大きさで成

育年数の判別が困難であり、県としては、こ

のルールの適用の見直しを国に要望している

ところです。 

 ６ページをお願いいたします。 

 アサリ産地偽装に対するこれまでの対応に

ついてです。 

 原産地表示がルール化された平成15年以

降、法律に基づき、県が指示及び公表を行っ

た事案が８件ございます。 

 ７ページをお開きください。 

 国や他の自治体が行ったアサリに関する措

置案件です。九州農政局管内では、合計14件

の指示及び公表が行われています。 

 ８ページをお願いいたします。 

 県では、この危機的状況を打開し、産地偽

装の根絶に向け、５つの取組を進めていま

す。現在、５つ目の産地偽装を防ぐ仕組みづ

くりのため、熊本県産アサリブランド再生協

議会による検討を進めているところです。 

 ９ページをお開きください。 

 ２月11日に、全国紙、地方紙に、右側に示

した新聞広告を掲載し、広く情報発信をいた

しました。 

 10ページをお願いいたします。 

 疑義案件の情報提供については、アサリ産

地偽装対応ダイヤル、産地偽装110番で受け

付けております。開設した２月１日から３月

３日までの31日間で、341件の情報提供がな

されております。 

 11ページをお願いします。 

 ２月８日に知事が金子農林水産大臣と若宮

内閣府特命担当大臣に直接手渡した国への緊

急要望の内容で、４点要望しております。 

 まず１点目は、販売・流通調査の実施と連

携した取締り体制の整備です。２点目が、長

いところルール運用の見直しです。３点目

は、トレーサビリティー制度の構築とその取

組への支援です。最後に、４点目が科学的分

析検査の体制整備への支援です。 

 12ページをお願いいたします。 

 今回の先議で議決いただきました２月補正

の内容についてです。 

右側上段のとおり、予算総額は、１億

5,100万円です。内容は、次のページ以降で

御説明いたします。 

  13ページをお願いいたします。 

 まず、１つ目の１、アサリ産地偽装根絶に

向けた取組です。 

記載のとおり、事業費1,600万円、疑義案

件に対する立入検査の実施、産地偽装の科学
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的検証のためのＤＮＡ検査、行政措置及び悪

質案件に対する告発の検討、最後に、長いと

ころルールの見直しに係る取組になります。 

 14ページをお願いします。 

 ２つ目２、アサリ産地偽装を防ぐ仕組みづ

くり、風評被害対策等についてです。 

 まず、アサリ産地偽装を防ぐ仕組みづくり

のうち、熊本県産アサリブランド再生協議会

です。 

これは協議会の設置、運営に要する経費

で、事業費600万円です。 

同協議会では、上段右に示すとおり、県、

漁業団体、販売事業者、学識者、弁護士を構

成メンバーとして、２月22日に第１回の協議

会を開催しました。この協議会で短期集中的

な議論を行い、２か月間の出荷停止期間中に

純県産アサリを確実に消費者の皆さんに届け

る仕組みを構築いたします。 

 15ページをお願いします。 

 上段の(2)産地偽装防止プロジェクトで

す。事業費3,100万円です。 

認証制度の創設は、県産アサリを購入でき

る販売店の認証制度とその運用や小売業者等

の加盟促進です。 

 流通監視体制の構築は、生産現場から販売

店までの流通を追跡できる仕組みづくりと産

地を保証するためのＤＮＡ検査技術の導入を

伴う経費です。 

  下段、(3)は県産アサリのブランド力向上

プロジェクトです。 

事業費3,000万で、産地偽装プロジェクト

で流通する熊本県産アサリの認証店での販売

促進フェアを行うこととしております。 

  16ページをお願いします。 

 出荷停止に伴う漁業者への支援ですが、上

段、(4)県産アサリの出荷停止、販路再構築

に伴う支援です。 

事業費3,900万円で、出荷再開に向けた漁

業者の漁場保全の取組や再出荷の際の販路開

拓の経費等への支援です。 

 下段は、(5)県産水産物の風評被害対策で

す。 

事業費1,700万円ですが、無利子貸付制度

の創設につきましては、被害を受けた漁業者

の事業継続等のための貸付制度を創設するも

のです。また、水産物の販売促進等につきま

しては、風評被害を受けた水産物の消費喚起

のため、漁業者が行う販売促進活動や宣伝、

広報等に要する経費を支援いたします。 

  17ページをお願いします。 

 アサリ資源を保護する取組への支援です。 

事業費は1,200万円、県産アサリの保護対

策として、出荷再開後の県産アサリの生産量

を確保するため、食害生物や風、波等からア

サリを保護する被覆網への支援や管理など技

術的な指導により、県と漁業関係者が一体と

なってアサリ資源の保護に取り組むもので

す。 

  18ページをお願いします。 

 アサリのＤＮＡ分析についてです。 

２つ目の丸ですが、産地判別では、①国

内、②中国とで分けることができます。農林

水産消費安全技術センター、通称ＦＡＭＩＣ

が全国唯一の検査機関であります。また、２

月８日の要望を踏まえ、既に水産研究センタ

ーへ技術指導が行われたところです。引き続

き、ＦＡＭＩＣの指導を受けながら、純県産

アサリを消費者に確実に届けられる仕組みづ

くりに活用していくこととしています。 

 最後に、19ページをお願いします。 

 県産アサリへの信頼性を確保する仕組みで

す。 

 まず、蓄養が行われている漁協に対するア

サリ振興関係補助金の除外については、産地

偽装につながる蓄養がいまだ行われている漁

場を管理する漁協に対しては、県産アサリの

振興に関する県の補助金等を交付しないこと

とするものです。 

 次に、(2)県産アサリ振興に係る条例の策

定です。 
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これは、産地偽装アサリを根絶し、純県産

アサリを守り育て、適正に販売、流通してい

くための本県独自の条例を６月定例会に提案

できるよう、策定に向け検討に着手しており

ます。 

 産地偽装は、熊本ブランド全体への信頼を

大きく揺るがすものであり、本県が掲げる食

料の安全保障を脅かす重大な問題です。二度

とこのような事態が起きないよう、産地偽装

アサリの一掃、徹底的な調査、取締り、純粋

な県産アサリの生産、流通の三原則により、

県産アサリの産地偽装の根絶に全力で取り組

んでまいります。 

 私からの説明は以上でございます。 

 

○髙野洋介委員長 以上で執行部からの説明

が終わりました。 

 質疑はございませんか。 

 

○井手順雄委員 アサリに関して質問いたし

ます。 

 そもそも、この産地偽装っていうのが発覚

したのは、おさらいしますけれども、令和３

年の12月、福岡の会社が摘発を受けて、それ

が、農林水産省が調べたら発覚したっていう

ような経緯でよかですか。 

 

○堀田水産振興課長 産地偽装につきまして

は、先ほど報告資料のほうにありますとお

り、こちらでいきますと、７ページになりま

す。 

15年の旧ＪＡＳ法を含めまして、食品表示

法に含む指示案件ということで、16年６月と

いうのが最初の中国産を熊本産と表示したと

いうことで、これが最初産地偽装があったと

いうのが明らかになった事例であるかと思い

ます。 

 本県におきましては、前のページ、６ペー

ジで示してありますとおり、平成17年に、北

朝鮮産を有明海産というふうに表示したとい

うのが県内で確認できたというのが一番最初

になるかというふうに考えております。 

 

○井手順雄委員 一番最初んとは聞いとらぬ

とですよ。知事があんだけ怒ったような感じ

で根絶すると言い出したとは何が原因で言い

出したとかっていう話。 

 

○山田水産局長 水産局でございます。 

 資料の３ページにございますが、１つは、

こちらにございます農水省、国のほうが２月

１日に発表いたしました実態調査の結果でご

ざいます。それと、もう１つ、１月22日にテ

レビ番組で産地偽装についての報道があった

ということがきっかけだと思っております。 

 

○井手順雄委員 その業者っていうのが、こ

の３年12月の五橋水産のところで発覚したと

が起因になっとるわけたいな。 

 

○山田水産局長 １月の22日の報道につきま

しては、３年前から継続した取材をされてい

て、それを報道されたものというふうに思っ

ております。また、先ほど申し上げました３

ページの国の調査報告は、昨年の10月から12

月までの３か月の調査結果、これを公表した

ものというふうに思っておりますので、直接

的なものではないかというふうに思っており

ます。 

 

○井手順雄委員 やっぱり、どっかの偽装し

よる会社があって初めて摘発するわけでしょ

うたい、国は。その会社はどこですかって聞

きよるとたい。熊本県の業者じゃないでしょ

う。どこですか、そこは。 

 

○山田水産局長 今御説明申し上げましたと

おり、今回大きくクローズアップされたとい

うのは、３ページのところに書いてもおりま

すが、全国の広域小売店におけるアサリ推定
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販売量が3,138トン、そのうち80％に当たる

ものが熊本県産と、いわゆる熊本県産と称し

て大きく流通をしていたということでござい

ます。 

 

○髙野洋介委員長 ちょっと待ってくださ

い。私が把握している、思っているのは、テ

レビ番組で特集された、これが全国的な問題

になった、それで、ようやく県がしっかり国

と連携して調査に乗り出した、これが農水省

の発表じゃないですか。だから、７ページ、

６ページの偽装までの、これまでの対応って

いうのは分かってて、摘発されたところもい

るけれども、それを普通の、もう行政処分だ

とか、いろんな処分でただしてたということ

じゃないかなというふうに私は理解してます

けれども、違いますか。 

 

○竹内農林水産部長 補足をさせていただき

ます。 

 委員長おっしゃったとおりのところでござ

いまして、まずは全国放送で非常に大きな特

集がされました。それが、熊本が産地偽装を

やっているような形の報道ということもござ

いまして、県全体のブランド、アサリだけで

なくて、熊本県全体への信頼が非常に揺らぐ

というので、非常に大きな衝撃を知事も受け

られました。それもございまして、そういう

動きで何とか対応していかないといけないと

いうことで、県漁連の御協力等も得ながら、

いろんな、どういうやり方があるのか、今回

出荷停止ということをさせていただきました

けれども、そのような中に、この国の調査と

いうのが、ちょうど報道出るぞという話が入

ってまいりまして、この２つが重なったこと

で、今回、これまでの対応と違った、まさに

荒療治ですけれども、漁協、それから各漁業

者の皆さんの協力も得て出荷停止、それから

根絶に向けての取組、そして新たなアサリの

再生というのをつくらせていただいていると

ころです。 

 

○井手順雄委員 本当、迷惑な話よな、熊本

県からしてみたらね。福岡の人が、佐賀県の

人が熊本県産アサリって言うて、それを全国

ニュースで知らしめると。我々、我々って言

うとおかしかですね。漁業関係者に至って

は、大概心外ですよ。そういう中で今こうい

った状況になると。 

 これは先週もらった資料なんですが、同じ

資料なんですけれども、知事が視察されたっ

ていう写真が載ってます、これに。蓄養場っ

て書いてありますけれども、どこの漁場の蓄

養場なんですかね、地先の、管理されている

漁協は、教えてください。 

 

○山田水産局長 蓄養場につきましては、今

現在、県内で把握しているのは、４漁協の地

先で行われているというふうに思っておりま

す。 

 そちらの今の写真等につきましては、県北

の漁協さんというふうに思っております。具

体的な漁協名につきましては、現在のところ

公表をさせていただいておりませんので…

…。 

 

○井手順雄委員 写真で書いてあるよ。どこ

どこですか。 

 

○髙野洋介委員長 もう少し皆さん冷静に挙

手の上御発言をいただきたいと思います。ま

だ時間はたっぷりございますので、そこを踏

まえて答弁のほうはもう一回……。 

 

○井手順雄委員 お願いします。 

 

○竹内農林水産部長 知事が視察したのは、

の地先になります。 

 

○井手順雄委員 岱明漁協の地先と高道、こ
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の滑石の漁協にもちょっとかかっとらぬです

か。場所としては。 

 

○堀田水産振興課長 岱明漁協につきまして

は、これは視察の以前に報道等でありまし

て、漁協のほうの名前のほうも出てきたとい

うところでございます。それを踏まえて、蓄

養場の現状を知るためということで視察をさ

せていただいております。 

 

○井手順雄委員 あと、ほかの漁場に関して

は公表できないというような話をこの間伺い

ましたけれども、この漁場の公表をせなん、

しないような方法でしたらどぎゃんですか。

その報道があったから公表してますじゃなし

に、県としては、４つの漁協が蓄養場があり

ますっていうような言い方にせぬと不公平で

すよ。そこはがんしてから参考資料で出すい

うこと自体が間違うとる、それを隠すなら―

―これはいいです、いいです。 

 それで、それに合わせて、この蓄養場、今

度の補正でこの蓄養場を貸している、地先を

貸している漁協さんに対しては、今度の補正

の分の漁場保護活動とか融資とかいうのは、

19ページの１番に、産地偽装につながる蓄養

がいまだに行われている漁場を管理する漁協

に対しては、県産アサリの振興に関する県の

補助金等は受けられないと、これはどういっ

た理由で受けられぬわけですか。 

 

○山田水産局長 蓄養場につきましては、現

在、もともと――すみません、４ページをお

開きいただいてもよろしいでしょうか。 

 輸入されたアサリにつきましては、県内に

入って蓄養場に入ってきて、それから出荷調

整等されて出荷されるもの。それから、先ほ

どもちょっとお話にありましたけれども、も

うそのまま直接、県にも入らず、そのまま出

荷されるもの。恐らく、これがどこかで、流

通途中で偽装されるということになろうかと

思いますけれども、県内では、この蓄養場に

ついて、非常に産地偽装の温床になっている

んではないかというふうなことが言われてお

り、これについて、純県産アサリの振興を考

えていく上で、漁協と一緒になって、漁協さ

んと一緒になって蓄養場を廃止していこう

と、やめていこうということで、今回補助金

の対象から外したいというものでございま

す。 

 

○井手順雄委員 じゃあ、その４漁協に対し

ては、もうヒアリングを行って、やめてくだ

さいっていうそういった協議がなされている

んですか。どういう状況ですか、その中身

は。 

 

○山田水産局長 水産局でございます。 

 関係する組合さんのほうにはお話はさせて

いただいているところでございます。組合の

中でもいろいろ議論があるようで、ただ、や

はりやめ難いというふうな意見もちょっとお

聞きをいたしているところでございます。 

 

○井手順雄委員 私が１つ心配するのは、そ

ういう蓄養をする漁協はアサリガイがよく取

られるところなんですよ、漁場が。アサリが

取れるから蓄養も可能になってくるわけ。例

えば、私のところの漁業関係のところは、も

うアサリは全然取れない。そんなところには

誰も蓄養せぬわけよ。そういった形の中で、

漁業、アサリガイが取れるところにおる、な

ら、組合員さんはどうなるのかなって思うん

ですよ。 

 例えば、そこの蓄養会社さんと業者さんと

福岡の単協の組合長さんが、組合事業とし

て、ああ、よかですよって、うちのここの場

所に置いてください、その代わり場所代幾ら

いただきますよという取決めでされとるって

思うとたいな。しかし、だから、そこの組合

員さん、いわゆる採貝業を行う人たちには、
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その話が果たして行っているのかね。そうし

た人たちが、なら、漁場整備しますからっ

て、この補助金で海底清掃代を、日当いただ

きますと言うてももらえぬわけたいな。これ

は相当やっぱり不公平なことだと思います

よ。 

 この蓄養場、いわゆる出荷調整は漁業法に

は抵触しないわけだから、そして勝手に、法

律がないのに、あたたちが決めていいのか

と。そしたら、私が思うに、蓄養の、例え

ば、今まで蓄養しとった業者さんが、中国か

ら輸入しますと、１か月に１回アサリを。今

度は中国産で出荷します。そうした場合、１

か月間の期間、どう読み解くですか。やは

り、外に漏れぬようにネットに包んで、そう

いう蓄養場に置いて、生かして、それを毎日

毎日取って出荷して、中国産で出すというよ

うなことばせぬと、今度は、そういった扱う

業者もおらぬことになるんですよ。現に、今

６万トン以上アサリが出てます。県産の35ト

ンじゃ、なんとんつくれぬとですよ。 

 こういうことを考えるならば、やっぱり業

者のことも考え、そん代わり、それをぴしゃ

っと管理するのはあたたちでしょうが。ちゃ

んとそのアサリガイを表に出さないと、中国

産は出さないで管理してくださいよというの

を徹底して指導する、そうした方向で持って

いかぬと、熊本県民のみならず、日本国民は

アサリガイば食われぬごつなるんですよ。そ

ういったことまで考えなくてはいけないと思

いますよ。その漁業者のこととその業者のこ

とについていかがお考えか。 

 

○竹内農林水産部長 今回、まず、４ページ

の資料を御覧いただいてよろしいでしょう

か。私ども、今回、純熊本県産のアサリ、今

まさに止めて、新たな再スタートを切ろうと

しているアサリをどうやればしっかり市場、

それから消費者の皆さんにお届けできるかと

いうことを考えました。そのために、２月補

正で今回予算化をしていただきました。この

予算というのは、まさに純粋な熊本産のアサ

リ、これを熊本のブランドを守るために、出

すための予算というふうに考えております。 

 そういった中にありまして、蓄養をやって

おられる漁協のほうで漁場管理をしっかりや

った上で、天然アサリのほうにシフトしてい

ただく、そういうことをすれば、補助金のほ

うについては出したいと考えております。 

 まさに熊本県産のくまもとブランドを守る

ための予算ということもございまして、今回

資料のほうに記載しておりますように、３事

業、6,430万につきましては、蓄養をやって

おられる間は止めさせていただくという議論

が、政策的な予算で、法に基づいて給付する

義務的な、支給する交付金等ではございませ

んので、ここは政策的にぜひ新たな構造の転

換といいますか、輸入アサリの蓄養という形

でないのをやっていただければというふうに

考えたところでございます。 

 

○井手順雄委員 有明海には、もう15～16年

前から中国産が入ってきています、年間６万

トン、７万トン。そんで蓄養されておりま

す。可能性の一つとして、蓄養をしたところ

から、普通の漁場に行って浮遊幼生、いわゆ

る稚貝が生まれたら、それは中国産のＤＮＡ

なんですよ。それは長いところルールで熊本

県産になるんですよ。そう理解してますね、

１世代超えたら。だけん、あたたちがＤＮＡ

検査で10個取って２個中国産が出たら疑惑が

あるというような言い方をされますけれど

も、それは長いところルールでいけば、漁民

から言えば、これは１世代前の中国産のアサ

リですって、長いところルールで熊本県産で

すって言えるわけですよ。可能性はありま

す。大いにあります。そうしたものをどうや

って熊本県産と分けていくんですか。無理で

しょう。純粋な熊本県産どうやって分けてい

くですか。 
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○竹内農林水産部長 現段階で考えておりま

すのは、ＤＮＡ検査を漁場でやる、それから

間の流通の過程でもやる、そういった形で担

保していきたいと思っています。 

 それから、過去、その蓄養されている部分

との交雑っていうんですか、コンタミみたい

な話につきましては、蓄養されているアサリ

自体が非常に環境の悪いところでいるので、

何か長期間、母貝になるまではいかないんじ

ゃないかというふうに考えておりますので、

しっかりＤＮＡ検査等をやって純熊本産とい

うのを明らかにしていきたいというふうに考

えております。 

 

○井手順雄委員 あんまり言うても一緒だけ

ど、やっぱり漁民のことも考えてください

よ。そりゃあブランド化を守るっていうのは

本当によかこつです。業者を廃絶するって本

当せないかぬです。しかし、それには、採貝

漁民がおるわけです、漁業者が。こん人たち

が気持ちよく取れるような、そういった体制

ばとっていただけんば、何か漁民が悪かごた

つ感じで、蓄養しとる組合は、何か悪かごと

しよるごたるって、何もしとらぬとですよ、

悪かことは。ちゃんと分けてしよる人はしよ

らすとだけん。中国産で出しよらすとだけ

ん。そういう業者さんもいらっしゃいます。

だけん、そこは一生懸命考えてやってせぬ

と、こぎゃん頭ごなしに政策をやっても、私

はもうこのアサリ業界というのは潰れてしま

うと思います。ぜひともそこら辺は考えてや

ってきていただきたいと。 

 それと、もういっちょよか。 

 して、この今代替事業として、アサリを保

護するために、今まで通常覆砂、しゅんせ

つ、作澪等々を行っていただいております、

通常。それはありがたいと本当思っておりま

す。 

 しかしながら、年々年々、アサリの漁獲量

が減ってくる、そんだけ事業しても。これに

対して今の方法で果たしていいのか、変えて

何か違う方法をやらぬと、これは増えぬぞと

いうことを考えないのか。 

 それと、今被覆したり袋に詰めたりしてお

ります。これは、そこ辺のアンテナショップ

とか道の駅で売るぐらいしか取れません、ど

ぎゃん頑張ったっちゃ。また、来年すれば、

その被覆網なんか、もうカキ殻とか藻がつい

て取り替えなんですよ。大概労力がかかりま

す。そして、市場に出したその周りにまいた

ら全部死んでしまいます。もう出せば一過性

で終わりですよ。袋だが、出荷したら終わり

たい。また一番からたい。そういった行政を

しよったっちゃアサリは増やせませんよ。推

定で300トンとか500トンとか、無理です。私

はよく分かります。 

 ならば、どうするかて、もう熊本県からア

サリやハマグリはもうなくそいて、あたたち

は思うのかたい。今までどおりの覆砂とか作

澪、耕うん、これじゃ全く効果がないっちゅ

うこつですよ、実際。漁獲高ば見てくれぬで

すか。35トンですよ。2,000万たい、金額に

したっちゃ。有明海全体で2,000万しか上が

っとらぬとですよ。そぎゃんことで熊本県の

ブランドのアサリができますか。そこ辺はど

ういうお考えですか。 

 

○山田水産局長 これまで様々な取組を漁業

者の方々と一緒にやらせていただきました。

今おっしゃった覆砂、それから作澪、それか

ら食害生物ナルトビエイの駆除、ツメタガイ

の駆除であるとか、それから母貝団地をつく

ろうということで網袋をつくって母貝団地を

つくるなどの取組をやっております。 

 アサリが大きく減少した原因というのは、

非常にいろんな原因が重なって減ってきたも

のというふうに理解しておりますけれども、

やはりこれら一つ一つ、地道ではありますけ

れども、積み重ねていって、何とかあの漁獲
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を増やしたいという思いで現場でも頑張って

指導をさせていただいているところでござい

ます。 

 確かに、200トン、300トンぐらいでは、ま

だまだ少ないのかもしれませんけれども、そ

の一歩一歩を積み重ねることがやはり大事な

ことかなというふうに考えて取組を進めてい

きたいというふうに思っております。 

 

○井手順雄委員 もう言うても水かけ論にな

りますから、もうここ辺でやめますけれど

も、やはり昔の豊穣の海、有明海を取り戻す

という気持ちを持ちながら、今の方法でしか

策がないってっちゃ策がないですよ。私もよ

く分かります。抜本的な対策なんて無理で

す。それをしなくちゃ、もう絶対アサリ、二

枚貝取れません。タテガイもしかりです。 

 やはり、このヘドロの撤去、これが一番と

思います。それができないならば、このまま

衰退していくというのがもう現状です。そこ

を何とか行政と漁民さんと一緒になってやっ

てるのが、この被覆網とかネットですよ。こ

れは、ただもう、さっきも言うたごと、本

当、一過性のもんです。部長、大々的に何か

できるような、逆に、どっかの漁場を１か所

でモニタリングみたいにして、ぴしゃっとヘ

ドロをどけてたい、一漁協の地先に。地先は

どこでんよかです。のけて砂をぴしゃっと入

れて、そこで県産のアサリとかハマグリとか

置いてみらんですか、そこでできるならば。

そっでできるならば、これが原因たいってい

うの分かりますけんが。そういった大々的な

計画もするべきと思います。そこ辺は、今後

に向けて考えてください。要望です。以上で

す。 

 

○髙野洋介委員長 ほかにございませんか。 

 

○城下広作委員 これは、資料４の18ページ

です。 

 いずれにしろ、井手議員のいろんな話もご

ざいますが、今後県産のアサリというのをし

っかりブランド化する、明確化するというの

は、別に大事なことです。 

 そこで、そのことを保証する一番の最大の

根拠となるのがＤＮＡの分析というふうにな

ると思います。この資料でいくと、ＤＮＡの

判別が可能というけれども、１番の国内、国

内は韓国南岸産も含む、２番は、中国または

韓国西岸のほうになるってことで、これは２

種類の分類でしか分からないということです

か、それをまず確認。 

 

○山田水産局長 水産局でございます。 

 現段階では、この判別では２つに区分しか

できないということです。 

 

○城下広作委員 そうすると、国内で一番最

初に韓国南岸というふうに、例えば、韓国産

が来て蓄養しているとか、韓国産が今現在生

息しているとしても、検査したときには、こ

れは日本の産なのか韓国産のか分からぬか

ら、これは国内産という形で判断をしていく

ということになるんですかね。 

 

○山田水産局長 現段階では、いわゆるこの

２番、中国または韓国西岸産ではないという

ことでしか分からないということでございま

すね。 

 

○城下広作委員 じゃあ、トレーサビリティ

のときに、これは国内産という形の、これは

ＤＮＡはこちらのほうになった場合には、こ

れは県産のアサリということの分の表現にな

っていくってことなのかな。 

 

○山田水産局長 ＤＮＡ検査だけでというこ

とはではなく、いわゆる取ったところからし

っかりとトレーサビリティーをしていって、

とりあえずトレースしていくことによって、
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熊本県で取れたアサリをきちっと消費者の方

々にお届けするというふうなシステムを考え

ていきたいというふうに思っております。 

 

○城下広作委員 分かりました。要は、どこ

から産出されて、どこに納めて、そしてそれ

が間違いなくということで、そこで一つ一つ

確認をし、なおかつ、このＤＮＡでこうやっ

て分類の１のほうになると、これは熊本産だ

というふうに、ある意味で決定できるという

流れですね。非常にこのことは大事だと思い

ます。 

 そこで、先ほど井手議員も言われましたけ

れども、私も前回ちょっと委員会で言った、

いわゆる中国産とか韓国産という形で持って

きて、仮に蓄養して、それがある程度自分で

浮遊して、そしてもともと長く生息できて、

そこで定着するという、いわゆるハイブリッ

ドみたいな形、これはアサリには起こり得る

んですか。そこは分かっているんですか。 

 

○山田水産局長 水産局でございます。 

 先ほど部長からもちょっと御説明あったか

と思いますけれども、蓄養箇所されていると

ころは、基本的には非常に岸側でございま

す。いわゆる取り出しやすいといいましょう

か、岸側の漁場に入れてございます。アサリ

の主の漁場というのはかなり沖のほうになり

ます。岸側のほうっていうのはやはり条件が

悪いところで、当然干潟になる時間帯も長い

し、それから高水温になる可能性もあるとい

うことで、いわゆる成熟を非常にしにくいと

いうふうに考えております。 

 しかも、かつ短期間に入れられているとい

うことを考えますと、混じり合うという可能

性は低いのではないかというふうに思ってお

ります。 

 

○城下広作委員 いずれにしても、そういう

疑問がいろいろ起こってきて、そしてそれを

どうやって科学的根拠で説明できるかという

ことを準備しておかないと、今後熊本県産っ

て売り込むときに、やっぱりいろいろそうい

うことをしっかりと情報とかやっぱり、ある

意味では検証とか、そういうことを整えとか

ないと、また２か月後にばあんと出したとき

に、いろんなことでそういうことが証明でき

ずにがたがたになったら、そのことでまたい

ろいろ言われるから、それがいいのか悪いの

かまでまた発展するから、その辺はしっかり

考えていただきたいと、取組が重要であると

いうことを一応要望しておきます。以上で

す。 

 

○坂田孝志委員 いろいろ県では取組があっ

ているんですが、それまで、さっきから蓄養

という言葉が出てますが、蓄養そのものが悪

いんじゃないんだ、偽装するやつが悪いんだ

から。そこはしっかりもう峻別しとかんとい

かぬですよ。 

 そこでですが、いろいろ県でやってもらっ

ておりますが、国の方が全然見えぬな。国は

どうしとるとか。４ページにあるように、８

割が県の守備範囲以外で届かぬとこだろう。 

 今止まっているんですか。中国産で出てる

んですか、県でいろいろ110番とかてろ、国

も置いているんですか。消費者庁はどう動い

ているんですか。農林省はどうしているんで

すか。ちょっとこれをもう一回説明してくれ

んかな。 

 

○藤本環境生活部長 国の要望、資料４の11

ページ、２月４日に知事が両大臣に要望した

事項でございます。 

それで、今回、先ほど冒頭に井手議員から

もありましたように、発端っていうのが民間

のニュースと報道番組とそれから国の調査と

いうことで、知事の言葉を借りますと、こん

な大がかりというか、大規模な偽装っていう

のがあったというのに驚愕したというところ
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が最初の出発点になっています。 

 そこで、先ほどから輸入アサリのルートが

ありましたけれども、２割が多分熊本に入っ

てて、残りの８割は下関ということですけれ

ども、私ども、これまで食品表示法に基づい

て、先ほど資料にもありましたけれども、発

覚した事件については立入検査に入って、偽

装が認められれば、法に基づいた指導、処分

をするという形でやってきました。 

 ただ、この法は、管轄がございまして、県

の守備範囲が県内に事業所のみがあるとこ

ろ、これがまた、政令市になると政令市の中

でっていうところで、県で言えば、県と市の

持ち分があります。事業所が県以外に、例え

ば福岡にあるといったところは国の管轄にな

ります。九州で言えば九州農政局が管轄とい

うことになります。 

 それで、例えば、その偽装事案があったと

きに、管轄で言えば、県内で言えば、県内だ

けであれば我々がやります。熊本市だけであ

れば熊本市がやります。他県であれば他県が

やります。福岡の業者だけで言えば福岡へ。

またがれば国がやりますということで、実は

偽装情報、今受け付けていますけれども、 

300数十件受け付けていますけれども、その

うちの100数十件が、実は県の管轄外であり

ます。それはもう他県にお願いする、あるい

は国にお願いするという形でやっておりまし

て、先ほど冒頭その輸入アサリの量の話をし

ましたけれども、２割が熊本通っているけれ

ども、残りの８割は、いわゆる下関ルートと

いうことで、全然県を通ってない場合がある

と。 

 こうなりますと、ちょっと県ではなかなか

難しいとこありまして、この要望に合わせ

て、ぜひ国にリーダーシップを発揮してもら

って、全貌の調査、調査進められております

けれども、それはぜひ対応してほしいという

ことをしております。 

 そういうことで、県だけではなくて、関係

機関、国としっかり連携してやっていきたい

というふうに思っております。 

 

○髙野洋介委員長 部長、今坂田委員が言わ

れたのは、国の動きは今どうなっているんで

すかて、だけん、全然Ｑ＆Ａになっていませ

んので。 

 

○藤本環境生活部長 分かりました。今のは

前段で、要望してますけれども、まず長いと

ころルールについては、今ちょっと消費者庁

のほうで検討されています。 

 ただ、これは全国的なルールで、実はアサ

リを除外してほしいと言っているんですけれ

ども、アサリの産地の問題とかもあって、そ

れから同じような貝類の問題とかいろいろの

があって、それはちょっと国のほうで検討し

ている状況だというふうに伺っております。 

 あと、農水省のほうには、そういうこと

で、取り締まるほうなんですけれども、そう

いうことで、取締りのほうを一緒にリーダー

シップを持ってやってほしいということでお

願いしているところでございます。 

 

○髙野洋介委員長 お願いしているというこ

とは、だから、結論としたら、今検討中とか

お願いしている段階ということでいいんです

か。 

 

○藤本環境生活部長 だから、国はお願いし

ていますし……(「何もしよらんとたい」と

呼ぶ者あり)何もしよらんということじゃな

くて、まさに今回の発覚になった11月の調

査、あれについては徹底的に調査するとまず

言っていますので、それも進めているという

ふうに聞いております。 

 

○坂田孝志委員 国としっかり連携してやら

ぬと、熊本のことだけ、２割しか満たないよ

うなやつやっても、８割以上はよそでやって
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いるわけだから、そこをきちっと取締りな

り、その実態をつかまぬと、国と連携して。

ただお願いしてますじゃ、また起きったい、

偽装すれば。これだけ苦労していろいろやっ

てんのに、もっと国としょっちゅう行って、

国と連携して、もう２か月ぐらいでこれを出

せば済むんですよ、今んとこじゃな。停止期

間２か月だから――もう１か月過ぎたかな、

もうあんまり期間もないんですよ。そぎゃ

ん、あんたこつ悠長に、お願いしているとこ

ろでございますとか、手が及ばないところで

ございますとか、そういうこっちゃ駄目です

よ。もうちっと一緒になって、コロナの中で

あるばってん、しょっちゅう東京行ってたら

どうなのか、水産庁か消費庁かあらゆるとこ

ろとたい、知事からしたら、あれだけじゃ言

ってもたい、よそでやってくれれば何にもな

らぬぞ。もう少し広く考えてやらぬと、熊本

だけでこがんしとったら、それはまた出る可

能性大いにあるぞ。 

 

○竹内農林水産部長 国への要望、11ページ

につきましては、１、２番目については、も

う先生のおっしゃるとおりで、今一生懸命国

のほうにしっかり調査をしてくださいという

ことは言っています。 

 ３番につきましては、トレーサビリティー

のほうについては、ある程度、国も財政的な

支援の部分っていうのができる可能性がある

ということを今言われております。 

 ４番の科学的分析検査の体制整備のほうに

ついては、職員のほうがもう既に技術移転を

受けておりますんで、この２つのほうについ

てはある程度進んでおりますが、１、２のほ

うにつきましては、まさに今からどんどんや

っていくところでございますんで、特に、た

だ一方で、この１番の流通調査につきまして

は、非常に書類、それからいろんなものを確

認していく手間もかかりますんで、一気につ

かまえるっていうのがなかなか難しいような

状況は、これまでの状況も含めてあるようで

ございます。 

 ただ、要望のほうは、しっかりやっている

ところでございます。 

 

○坂田孝志委員 議会でも、吉永先生のほう

から提案理由説明していただいたその中に、

書類の管理、保存、事務を義務化してくれ

と、それでないから、いろいろ言っても、こ

れだけ蓄養しましたよとかなんか、でたらめ

言って困るから、そういうの要望しとるでし

ょうが。一つ一つやっぱりそこは確認してや

ってもらいませんと、あと１か月で長いとこ

ろルール、まだまだ決着がつきませんでした

って言ったら、よその連中は、いや、熊本に

置きましたよ、言葉だけで言って、それでま

た逃れるかもしれぬよ。可能性もあります

よ。ちゃんともう少し国との連携が足りませ

んよ。熊本だけでがむしゃらに頑張っても防

止はできませんよ。もう少しそこら辺のとこ

ろを作戦をよく立てながら、国と連携して、

克服に向けて頑張ってください。そして、真

面目に一生懸命頑張っているんですね、漁業

者を守っていかんといかぬですよ。その両方

です。漁場を回復するその方向で努めていた

だきたいと思います。以上です。――何か言

うか。 

 

○藤本環境生活部長 いや、あの……。 

 

○髙野洋介委員長 藤本部長、呼んでから発

言してください。 

 

○藤本環境生活部長 今回、大がかりなこう

いう偽装ということで、まず、知事がこの２

か月後にその純粋な県産アサリを出すという

ことなので、私たちも取り締まる側なんです

けれども、そこがまず大事だと思ってまし

て、国にも、２か月後にどういう取組を、国

に要望しているのがどれまでできるのかとい
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うことを特に要望しておりまして、例えば、

法律を変えるとか、政令を変えるとか言う

と、ちょっと時間がかかるので、そうじゃな

くてでもすぐできる取り締まる方法、武器を

くださいというふうなお願いをしています。

それが長いところルール、１つが長いところ

ルールなんですけれども、それから、坂田先

生おっしゃった文書の保存期間とか、私たち

検査に行っても、保存がないですとかってい

うふうに言われますので、それは努力義務に

なっているせいですけれども、そういったと

ころも併せてお願いしております。 

 それはちょっと時間かかるかもしれません

けれども、２か月後に行ったときに、それを

補えるようなものが出るように、坂田先生が

消費者庁に行きなさいというお話がありまし

たけれども、数度、私も実は行ってるんです

けれども、なかなか今の検討状況っていうの

が、水産庁との調整もあって難しいようです

けれども、何とかまず２か月間に、出たとき

にすぐ取り締まるような武器をいただけるよ

うな、そういうことをお願いしてまして、そ

れをしっかり出た暁には、県としてはまずや

るし、国にも引き続き長期的な取締りについ

てできるような要望をするし、他県とも連携

してしっかりやるということでやっていきた

いというふうに思っております。 

 

○坂田孝志委員 分かりました。だから、こ

こまでいけましたとか、一つ一つ国がね、進

んでやっぱり言うたい、お願いします、お願

いしますじゃ進まないじゃないですか。もう

長いところはここまで詰めてます、今こうい

う協議になってて、そういうことが全然伝わ

ってこないんですよ。だから言ってるんです

よ。詰めて行ってください。以上です。 

 

○髙野洋介委員長 ほかにございませんか。 

 

○西山宗孝委員 先ほど、井手先生から漁民

の気持ちを伝えてもらいました。私も同じよ

うな気持ちなんですが、本当、純粋にアサリ

で生計を、小遣い稼ぎもいらっしゃるんで

す、高齢者の方がやっていらっしゃる方々

に。本当にこういった偽装っていう話は、本

当にもう直接関係ないような方もいらっしゃ

るんで、そういった気持ちも酌んで、一生懸

命、対策打ってもらっていますが、先ほど説

明いただきました資料の３の２ページからに

なると思います。いろんな施策をどんどん打

っていかれるようなお話も伺いましたが、３

年ほど前に、県のほうが、アサリの回復に向

けて、当時の10倍か何倍ぐらいには回復する

んだという意気込みを発表されたことが今記

憶によみがえってきたんですけれども、新聞

に載ってましたけれども。これまでの機会あ

るごとの報告と比べて、今回のこの内容が、

より具体的に、より何か目的を持ったような

印象を私受けたもんですから、実を言うと、

これまで地元、現場、私の地元の網田漁協な

んですけれども、あと何年かすると、この稚

貝が生育していく、それを母貝団地か何かち

ゃんとつくって広げていけば絶対取れるんだ

って自信も現場であってましたが、なかなか

難しい課題もあって、そこまで至ってないん

ですが、ただ、これから先、本当にこういっ

た計画を県が自信持って進めていかれるなら

ば、多分私は財政的な問題が一番だと思いま

す。 

 被覆網を張るにしても、あるいは稚貝を砂

利に入れて成貝に持っていくにしても、全て

今手作業でやってまして、人力も相当かかっ

ております。こういったことがバックについ

てくれば、本当にそれこそ、農地ではありま

せんけど、大規模農地の問題のように、海で

も小規模とか自然に頼らないで、計画的なア

サリガイの漁場をつくっていくことができる

と思うんですが、その辺りも含めて、多分自

信があっての今回の御報告だろうと思いま

す。相当期待も高いと思うんですけれども、
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財政的なことも踏まえて、本当にこれが実質

的に増えていけるか、数量的な問題も含め

て、お考えをお聞かせいただければと思いま

す。 

 

○山田水産局長 水産局でございます。 

 アサリの復活に向けては、今までも漁業者

の方々と共に進んできておりますが、水産多

面的機能発揮対策事業であるとか有明海再生

事業等を活用しながら、これからも進んでい

きたいと思っております。 

  さらにこれは資料４のほうになりますけれ

ども、17ページでアサリ資源を保護する取組

の支援ということで、さらにこちらのほうで

も予算確保して、しっかりとアサリの資源を

増やしていこうというふうな思いでおります

ので、よろしくお願いいたします。以上でご

ざいます。 

 

○西山宗孝委員 これまでの覆砂であると

か、あるいは作澪、それから耕うんも、これ

はもう効果が出てきてたベースにはなるんで

すけれども、これに加えて、食害の被害と

か、あるいは貝が流されないとかいったネッ

トについても非常に、要するに費用がかかっ

てくると思いますので、その取組も並行して

いかないと絵に描いた餅で終わったら本当に

しようがありませんので、ぜひともその取組

もお願いしたいと思います。以上です。 

 

○髙野洋介委員長 ほかにございませんか。 

 

○竹﨑和虎委員 資料４の16ページになりま

す。風評被害の対策ということで、②の水産

物の販売促進ということでありますけれど

も、今後、販売会の予定とかあるかを聞かせ

てください。 

 

○山田水産局長 水産局でございます。 

 ハマグリが入札ができなかったというふう

な事例がございました。 

３月の４日に県庁で販売会をさせていただ

きました。 

これは、県庁だけじゃなく、市、それから

九州農政局さんとも連携をとらせていただい

て、幾らかでもという思いで販売会をさせて

いただいたところです。そういう取組をした

ところで、まだ具体的には御説明はできない

んですけれども、うちも支援してもいいとい

うふうなところの御意見もちょっとお伺いを

しております。そういうものが実を結ぶよう

な形でやっていければというふうに思ってお

ります。 

 それから、このほかにも、まだこれからち

ょっと予算いただいたばかりなので詳しいと

ころはさらに詰めて、漁業者のやられるフェ

ア等の支援に努めていきたいというふうに思

っております。 

 

○竹﨑和虎委員 おっしゃったように３月４

日、県庁の地下でそのハマグリの販売会され

て、議員の先生方も購入されて、県産のハマ

グリはこんなにおいしいんだというのを改め

て知った方であったり、大好評だったわけで

すよね。そのことは、そのとき来られてた県

漁連さんも分かっておられて、ぜひ水産団体

としてもやっていきたいということだったも

んですから、水産団体さんともいろいろお話

をしながら、ぜひやっていただきたいと思い

ます。 

 ちょっとハマグリのお話だったからなんで

すけれども、ハマグリを扱っていらっしゃる

ところが、漁協さんが、本来であれば、今月

の14日に入札をやる予定だったということで

したけれども、商社のほうから、買い手がお

らぬもんだからということで中止になったそ

うなんですよ。そうなったもんだから、ハマ

グリ取られる方々もいらっしゃるもんだか

ら、とりあえずは取って一応入札会やるんだ

けれども、それを漁協単協で買い上げて、保
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管場所に、保護区域に保管、保存しとく、ニ

ーズに応じて出していきたいということだっ

たんですけれども、そういったところにも影

響が行っとるもんですから、何がしかの対策

をお願いできればと思っとるところがありま

すので、これは要望でお願いをしたいと思い

ます。 

 ハマグリ以外も、その他の水産物でも、ぜ

ひ熊本県産、おいしいんだっていうのを体験

していただけるもんですから、その販売会を

進めていただきたいと思いますので、よろし

くお願いをいたします。以上です。 

 

○髙野洋介委員長 ほかに。 

 

○坂梨剛昭委員 先ほど坂田委員のほうから

話があったように、僕も蓄養が悪いわけでは

なくて、その先、偽装した業者がもう本当に

そこにやっぱりちゃんと追求していかなきゃ

いけないというふうに思っています。 

 井手委員のほうから言われたように、非常

に漁民の方々、また、業者の方々とかはもう

非常に困惑されている、県のほうから蓄養を

廃止するっていうふうな話を聞いて非常に困

惑されておられるんですが、今まで蓄養の業

者として中国産を入れて中国産を出荷する

と、これに対しては何も問題はないんです

ね。 

 

○山田水産局長 水産局でございます。 

 蓄養、いわゆる出荷調整をされるというこ

と自体は、特段の問題はないかというふうに

考えております。 

 ただ、一方で、本来、漁場というのは、漁

業権、免許をしているところでございます

が、免許を管理していく上で、それが適切か

というところは若干あるかなというふうに思

っております。 

 

○坂梨剛昭委員 これまで非常に、ずっと自

分たちは――私は玉名なんで、いろいろと相

談がありまして、これまで仕事として真面目

に取り組んできたと。その中で、今回県から

言われているこの蓄養に関しては廃止の方向

でっていうことになると、自分たちはもう廃

業する、もしくはもう失業するっていうその

選択肢しかないと、真面目にやってきた自分

たちがもう会社を畳まなきゃいけないって、

これはどういったことかということを言われ

ています。蓄養に関係する方々は、熊本県の

ほうでは何名ぐらいおられるって把握されて

ますでしょうか。 

 

○竹内農林水産部長 蓄養の実態等について

は、一旦調査を行っているところでございま

す。何人いるかというところについては、組

合員それぞれの蓄養しているところが組合員

さんが入ってまして、その下にまだ雇ってお

られる方がいるというところまでは当方では

把握できておりませんで、私どもは、漁場の

適正な管理という観点からも、蓄養の在り方

っていうのをやっぱりこの機会に考えていく

必要があると思っております。 

 さらに調査等を進めて、先ほどからずっと

これまでやってこられた方のお話をいただい

ておりますけれども、その流れの中で、純県

産のアサリを増やす取組のほうにシフトして

いただければ、そういう取組のほうには、先

ほどからもお話出てますけれども、これまで

あまりかけてないようなところも含めて、公

としてみんなで守っていくのをつくっていけ

ればというふうに考えております。 

 それから、すみません、委員長、先ほどち

ょっと    さんのお話をさせていただき

ましたけれども、やはり積極的に、すみませ

ん、公の場で申し上げるというのは、ほかと

のバランス、報道はされているとはいえ、非

常にいけないことだと思いますんで、発言の

ほうは、先ほどの名称のほうは撤回させてい

ただければと思います。 
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○髙野洋介委員長 分かりました。 

 

○坂梨剛昭委員 実際に今もう規模縮小しな

きゃいけないというところで、次の就職先を

探さなきゃいけないと、もうどうにかしてほ

しいということ、そういった方々、たくさん

実際におられます。蓄養をもう今後するのか

しないのか、これまでどおり、自分たちは真

面目にやってきたと、県のほうから書類提

出、領収書、全ての書類提出をして、全て提

出をした上で何も問題ありませんねとまで言

われたのに、自分たちは廃業しなきゃいけな

いと。ちょっといささか力ずくで押さえ込ま

れているような、僕の印象ですね、感じがい

たします。先ほど井手委員が言われたよう

に、少し漁協の関係、業者の関係者の人とか

とは、やはりしっかり話をしないと、これは

とんでもないことになるんじゃないかなとい

うふうに僕自身はちょっと感じています。そ

こを心配しています。 

 ですので、実際に今の現状でいくと、仕事

を失う方々が非常に多くおられるんじゃない

かなというふうに思いますので、そこはしっ

かり丁寧に対応していただきたいなというふ

うに思います。 

 

○竹内農林水産部長 今アサリ漁業につきま

しては、いわば構造転換の時期に来ているん

じゃないかと思ってます。そういった中で、

非常にこれまで蓄養をやってこられた方たち

をどういう漁業のほうに振り向けられるの

か、あるいはどういう支援ができるのかとい

うのはしっかり考えていきたいと思っており

ますが、まずは、その蓄養自体が、やはり漁

場管理の一環として、各漁協が責任を持って

いただく部分がございます。漁協さんも含め

て、そういった御意見、個別に一体どういう

方たちがつながっているかというのは実情は

把握させていただきたいと思っております

が、その中でどういった取組が、純県産アサ

リ、それが熊本ブランドを守る形の上でどう

いった御支援ができるのかというのはしっか

りお話はさせていただきたいと思っておりま

すんで、ちょっとこの場で結論という形は申

し上げられませんけれども、お話合いはしっ

かり伺いたい。あるいは、こういうふうにす

れば県産アサリのほうにシフトできるといっ

た御提案をいただければ、そこに向かってい

ろんな施策も一緒に考えたいと思っておりま

すんで、また、実情を教えていただければと

思います。 

 

○坂梨剛昭委員 ぜひよろしくお願いいたし

ます。本当に県民の方々、県民を守るため

に、今皆さん一生懸命頑張っていらっしゃる

と思います。ですので、改めて漁業として、

蓄養としてなりわいを、本業もしくは副業と

してやられている方々のためにも、耳を傾け

て丁寧な説明をよろしくお願いいたします。

以上です。 

 

○髙野洋介委員長 ほかにございませんか。 

 なければ、私のほうから、物申したいと思

いますけれども、今回、アサリの偽装があり

まして、少し忘れてもらいたくないのは、熊

本のブランド力が、私は相当なくなったと思

っております。ブランドっていうのは、皆さ

ん方が決めるんじゃなくて、消費者が決めま

す。消費者が今どういったこの熊本県産のア

サリというもののイメージを持ったかってい

うのをぜひ頭の中に入れてもらって、これか

ら私は相当覚悟を決めなければ、この以前の

ような熊本のブランド力っていうのは取り戻

せないというふうに思っていますので、そこ

は、しっかりと農林水産、また、環境生活

部、共に手を合わせて、一日も早く熊本県産

のアサリが市場に出回り、それが適正な価格

の中で消費者に届くような、そういう仕組み

をぜひ皆様方で構築してもらって、信頼回復
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に努めていただきたいというふうに思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 それでは次に、報告について説明をお願い

いたします。 

 

○植野漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 資料の５で御説明を申し上げます。 

 令和２年10月の第10回の特別委員会で、漁

港、港湾における土砂処分の現状と課題につ

いて御説明をし、御報告したところですが、

土砂処分の方策について検討が進みましたの

で、今から御報告をいたします。 

 資料の５の１ページをお願いいたします。 

 まず、現状です。 

有明海沿岸の漁港は、下の写真のように土

砂が堆積をいたしまして、継続的に航路や泊

地のしゅんせつを行う必要があります。しゅ

んせつした土砂は、県、市ともに塩屋漁港埋

立地に搬出をしておりましたけれども、右下

の写真のように、そこの残りの容量が少なく

なったため、市については、令和２年度から

上天草市の民間処分場に搬出をいたしており

ます。 

 次に、課題につきまして、今後のしゅんせ

つ量は、有明海の漁港全体で年間約９万 

8,000立米が出てくる見込みです。民間処分

場は令和６年度に、塩屋は令和11年度に満杯

になる見込みです。このため、その後の土砂

受入先の確保が必要ですが、漁港ごとの受入

れ地の整備は、非効率かつ財政負担も大きく

なります。こういう課題がございます。 

 ２ページの今後の土砂処分対策につきまし

て、まず、(1)しゅんせつ量を縮減するため

に、漁港の統廃合やしゅんせつ区域あるいは

深さの見直しなどの検討を進めてまいりま

す。また、２の有効活用策の検討も進めま

す。 

 左側の①は、下の写真のように、現在の堆

積土砂に改良剤を加えまして、覆砂材や藻礁

ブロックの材料にできないか検討を進めてお

ります。 

 右側の②は、埋立てによらない土砂処分方

策の可能性について検討を行うもので、安全

面や環境面、周辺施設への影響などを把握す

るために、熊本港周辺海域での作澪の土砂な

どを試験的に搬入して調査をすることとして

おります。 

 ３ページをお願いします。 

 新たな土砂受入れ地の整備につきまして、

県と市、漁港と港湾が連携して検討を進めて

まいりました。港湾事業では、漁港の土砂も

受入れ可能な受入れ地の整備を長洲港周辺で

検討しておりますが、それができるまでの間

の漁港の土砂の受入先を確保する必要があり

ます。 

 そこで、効率的、効果的に土砂処分を行う

ために、県と熊本市、玉名市、宇土市共同で

の漁港の土砂受入れ地整備について検討を進

めてまいりました。 

 下の段の②の整備箇所の選定です。 

 まず、３つの市それぞれから漁協の意見も

踏まえて選出した候補地を出してもらって、

その３か所の候補地につきまして、下の評価

項目に記載しております各項目について、客

観的に比較評価を行いました。 

 ４ページの左の図の赤い印が候補地です。 

これについて比較評価した結果、宇土市管

理の住吉漁港が、土地利用見込みも含めまし

て最も効果的な受入れ地であるということを

県と３つの市で確認をして、住吉漁港での整

備を合意いたしました。 

 右側の中段の④スケジュールにつきまし

て、来年度から環境調査を行い、７年度に工

事着手し、９年度からは土砂受入れができる

よう進めていきたいと考えております。 

 最後に、右側下段の令和４年度予算につき

ましては、環境影響評価に係る予算としまし

て、事業費2,000万ですけれども、そのうち

県予算は、事業主体であります宇土市への国



第17回 熊本県議会 有明海・八代海再生及びゼロカーボン社会推進特別委員会会議記録（令和４年３月９日） 

 

 - 38 - 

費の間接補助が1,000万、それと地方負担分

のうち県が負担する分の200万を今定例会に

提案をしております。地方費の負担の割合に

つきましては、下の図のとおり、発生見込み

土量から算出しておりまして、県、宇土市、

熊本市、玉名市、このような割合となってお

ります。 

 漁業振興の基盤となる漁港の機能を維持す

るために不可欠なしゅんせつ土砂の受入れ地

整備を県、市連携して、引き続き、スピード

感を持って取り組んでまいります。よろしく

お願いいたします。 

 漁港漁場整備課は以上でございます。 

 

○髙野洋介委員長 以上で執行部からの説明

が終わりました。 

 質疑はございませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○髙野洋介委員長 なければ質疑を終了いた

します。 

 続きまして、付託調査事件の閉会中の継続

審査についてお諮りします。 

 付託調査事件につきましては、引き続き審

査をする必要があると認められますので、本

委員会を次期定例会まで継続する旨、会議規

則第82条の規定に基づき、議長に申し出るこ

とに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○髙野洋介委員長 御異議なしと認め、その

ようにいたします。 

 次に、その他に入ります。 

 その他として何かありませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○髙野洋介委員長 ないようでしたら、これ

で本日の委員会を閉会いたします。 

  午後０時29分閉会 

 

○髙野洋介委員長 ここで、本年度最後の委

員会でございますので、一言御挨拶を申し上

げます。 

 昨年２月に委員長に就任させていただき、

この１年間、委員長として、皆様方、本当に

御協力をいただきながら進めさせていただき

ました。誠にありがとうございました。 

 コロナの関係で視察には行けませんでした

けれども、11月には、森本教授をお招きいた

しまして、有意義な勉強会ができたというふ

うに思っております。 

 ただ、今年に入りまして、アサリの問題入

りましたけれども、これも含めて、今後しっ

かりと皆さん方と議論しながら、すばらしい

熊本、また、すばらしい環境をつくっていか

なければいけないというふうに思いますの

で、今後とも精いっぱい頑張っていきたいと

思いますので、皆様方の御支援もよろしくお

願いをしたいと思っております。 

 また、最後に、今３月をもちまして退職を

されます藤本部長、また、山田局長も本当

に、ほかにたくさんいらっしゃいますけれど

も、本当に御苦労さまでございました。これ

からも県政発展のために精いっぱい御尽力い

ただきますようによろしくお願い申し上げま

して、最後の御挨拶に代えさせていただきま

す。 

 ありがとうございました。(拍手) 

 続きまして、副委員長からも御挨拶をお願

いいたします。 

 

○緒方勇二副委員長 一言御挨拶申し上げま

す。 

 この１年、髙野委員長の下、委員の先生方

には、活発な御議論いただきまして誠にあり

がとうございました。お世話になりました。 

 また、執行部の皆さん方、丁寧な御答弁、

説明いただきまして誠にありがとうございま

した。 

 今後は、有明海、八代海、そしてゼロカー

ボン社会がより一層進展しますように心から

祈念申し上げ、御挨拶とさせていただきま

す。 
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 本当にお世話になりました。(拍手) 

 

○髙野洋介委員長 それでは、これをもちま

して本日の委員会を散会いたします。 

 お疲れさまでした。 

  午後０時31分 
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